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Hello!Hello!Hello! 今月の笠松っ子です。
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応募対象

応募期限

エマ1歳おめでとう！ママもパパも1年！
これからも一緒にゆっくり成長していこうね♡

令和7年3月生まれの赤ちゃん
1月22日（木） 応募はこちらから蜷

（米野）
ちゃん

ひる えま

ヒル 令和7年1月29日生
ヒル 義亜・琴音さんの子愛茉

笑顔がとびっきり可愛いとーくん♡
これからもご飯をたくさん食べて、元気に過ごそうね！

（田代）
くん

あかち とうり

赤地 令和7年1月29日生
赤地 祐暉・由子さんの子柊俐
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新年のご挨拶
おかげさまで笠松町歴史未来館は10周年
Town Topics　まちの話題
Information Box　町からのお知らせ

　2026年は「午年（うまどし）」。写真はリバーサイド
カーニバル2025にて、ポニーとふれあう女の子のよ
うすを写したものです。笠松町は笠松競馬がある“馬
のまち”として歩んできました。昨年はアニメ『ウマ娘 
シンデレラグレイ』の放送などで大盛り上がり。今年
も馬とともに、力強く進んでいきます。

この広報紙は再生紙を使用しています。QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

ホームページアドレス https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/
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が便利です！
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“馬く”いく
1年になりますように！
“馬く”いく
1年になりますように！

うまうま

※12月28日（日）午後10時～
　1月4日（日）午前6時30分は
　サービスを休止します
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午年の勢いを力に　伸びる笠松へ

誇りが持てるまちづくりのために

　新年あけましておめでとうございます。町民
の皆様におかれましては、輝かしい新春を迎
えられましたことと心よりお慶び申し上げます。
　昨年の笠松町は、テレビアニメ『ウマ娘 シ
ンデレラグレイ』の全国放映を契機に大きな
盛り上がりを見せ、全国各地や海外から“聖
地巡礼”に多くの方がお越しくださいました。

町にもたくさんの好意
的な意見が寄せられ、
笠松が持つ特色や魅
力を改めて実感する
一年でもありました。午
年となる本年は、この

追い風を活かして連携事業のさらなる充実を
図ってまいります。
　また、行政のデジタル化を進め、窓口で住
所や氏名を繰り返し記入せずに済む「書かな
い窓口」や、関連業務を集約して滞在時間を
短くする取り組みを進め、住民サービスの向
上と業務効率化を実現し、持続可能な行政
運営につなげていきます。
　さらに、笠松競馬場の廐舎跡地活用に向け
て、引き続き関係機関と連携しながら魅力ある
将来像の検討を重ねてまいります。
　人口減少や少子高齢化など厳しい課題は
ありますが、笠松町が持つ強みを活かし、夢と
ロマンに満ちたまちづくりを着実に進めてまい
ります。
　本年が皆様にとって素晴らしい一年となり
ますことを祈念申し上げ、新年のご挨拶とさ
せていただきます。

　新年あけましておめでとうございます。町民
の皆様には、日頃より笠松町議会の活動にご
理解とご支援を賜り、深く感謝申し上げます。
　本年は午年です。笠松競馬では、昨年アニ
メ『ウマ娘 シンデレラグレイ』のテレビ放送によ
り、名馬オグリキャップが注目され、全国各地は
もとより海外からも競馬場に来場いただき、笠
松町が今まで以上にクローズアップされ、経済
効果にも一役買っていただきました。
　さて、昨年10月21日に就任された高市早苗
内閣総理大臣は積極財政を掲げ、野党と連携
しながら物価高騰対策や、地方活性化に取り
組む姿勢を示しています。厳しい財政状況の
中で老朽化した水道・下水道管の更新など、
インフラ整備には国の支援が必要不可欠であ
り、政府の国土強靭化計画による20兆円の投
資にも期待しています。
　一方、本年は笠松町におけるまちづくりの将

来像に大きな影響をもたらす円城寺廐舎の跡
地の活用について、本格的に議論を深める年
となります。地権者のご理解を得ながら進める
ことになりますが、笠松町が岐阜県の南の玄
関口となるような構想を打ち出したいと考えて
おります。
　今後も誇りが持てる笠松町にするため活動
してまいりますので、皆
様方のご理解とご支
援をお願い申し上げ、
皆様のご多幸を祈念し、
年頭のあいさつとさせ
ていただきます。

笠松町長
古田 聖人

笠松町議会議長
伏屋 隆男

あけましておめでとうございますあけましておめでとうございます
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午年の勢いを力に　伸びる笠松へ

誇りが持てるまちづくりのために

　新年あけましておめでとうございます。町民
の皆様におかれましては、輝かしい新春を迎
えられましたことと心よりお慶び申し上げます。
　昨年の笠松町は、テレビアニメ『ウマ娘 シ
ンデレラグレイ』の全国放映を契機に大きな
盛り上がりを見せ、全国各地や海外から“聖
地巡礼”に多くの方がお越しくださいました。

町にもたくさんの好意
的な意見が寄せられ、
笠松が持つ特色や魅
力を改めて実感する
一年でもありました。午
年となる本年は、この

追い風を活かして連携事業のさらなる充実を
図ってまいります。
　また、行政のデジタル化を進め、窓口で住
所や氏名を繰り返し記入せずに済む「書かな
い窓口」や、関連業務を集約して滞在時間を
短くする取り組みを進め、住民サービスの向
上と業務効率化を実現し、持続可能な行政
運営につなげていきます。
　さらに、笠松競馬場の廐舎跡地活用に向け
て、引き続き関係機関と連携しながら魅力ある
将来像の検討を重ねてまいります。
　人口減少や少子高齢化など厳しい課題は
ありますが、笠松町が持つ強みを活かし、夢と
ロマンに満ちたまちづくりを着実に進めてまい
ります。
　本年が皆様にとって素晴らしい一年となり
ますことを祈念申し上げ、新年のご挨拶とさ
せていただきます。

　新年あけましておめでとうございます。町民
の皆様には、日頃より笠松町議会の活動にご
理解とご支援を賜り、深く感謝申し上げます。
　本年は午年です。笠松競馬では、昨年アニ
メ『ウマ娘 シンデレラグレイ』のテレビ放送によ
り、名馬オグリキャップが注目され、全国各地は
もとより海外からも競馬場に来場いただき、笠
松町が今まで以上にクローズアップされ、経済
効果にも一役買っていただきました。
　さて、昨年10月21日に就任された高市早苗
内閣総理大臣は積極財政を掲げ、野党と連携
しながら物価高騰対策や、地方活性化に取り
組む姿勢を示しています。厳しい財政状況の
中で老朽化した水道・下水道管の更新など、
インフラ整備には国の支援が必要不可欠であ
り、政府の国土強靭化計画による20兆円の投
資にも期待しています。
　一方、本年は笠松町におけるまちづくりの将

来像に大きな影響をもたらす円城寺廐舎の跡
地の活用について、本格的に議論を深める年
となります。地権者のご理解を得ながら進める
ことになりますが、笠松町が岐阜県の南の玄
関口となるような構想を打ち出したいと考えて
おります。
　今後も誇りが持てる笠松町にするため活動
してまいりますので、皆
様方のご理解とご支
援をお願い申し上げ、
皆様のご多幸を祈念し、
年頭のあいさつとさせ
ていただきます。

笠松町長
古田 聖人

笠松町議会議長
伏屋 隆男

あけましておめでとうございますあけましておめでとうございます
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第18回岐阜県スポーツグランプリ表彰
　鵜飼 達哉さん（83歳/無動寺）が、飛騨高山
ビッグアリーナで開催された第18回岐阜県スポ
ーツグランプリにおいて、ソフトテニスの選手と
して表彰されました。鵜飼さんは長年にわたる
卓越した技術とスポーツ精神で、多くの人々に
感動を与えてきました。その努力と成果が認め
られ、今回の受賞となりました。

令和7年度（第54回）教育功労者表彰
　11月21日、岐南町中央公民館で、第54回羽
島郡二町教育功労者表彰式が行われ、羽島郡
内の教育、学問及び文化の振興発展に長年貢
献された次の方が表彰されました。　（敬称略）
笠松町スポーツ推進委員　　堀江 真由美
笠松町スポーツ推進委員　　栗本 久雄
笠松町立松枝小学校　教頭　舩戸 崇
笠松町立笠松小学校　教諭　安田 明日香
岐南町立東小学校　　教諭　竹山 裕子

町赤十字奉仕団
下羽栗分団がぞうきんの寄贈と寄附

　12月4日、町赤十字奉仕団下羽栗分団の皆
さんが役場を訪問し、古田町長に手作りのぞう
きんと寄附金を手渡されました。
　この活動は下羽栗分団が事業の一環として
毎年実施しているもので、ぞうきんは公共施設
に配布して清掃活動に、町と社会福祉協議会
への寄附金は今後の地域福祉の向上のために
活用させていただきます。

皆さんの声を町政に　町政懇談会を開催

　皆さんのご意見・ご要望を広くお聴きし、今後
の町政運営に反映させることを目的として、11
月21日に町政懇談会を開催しました。
　懇談会では、住民の皆さんと行政を結ぶパイ
プ役としてご協力いただいている町内会長の皆
さんから、町内会での課題や廃棄物対策、防災
など22項目にわたるご意見・ご要望を提出され、
町政に対する考えをお示しするとともに、意見交
換を行いました。

「MISSIONカサマツ～防災×冒険×友情の大作戦！～」
愛知県の中学生との交流事業を実施しました

　11月22・23日の2日間、岐阜県が実施している「政策オリンピック」事業を活用し、愛知県岡崎市
立南中学校の生徒と笠松中学校の生徒たちとの防災体験を含めた交流事業を実施しました。参加
者らは冒険隊の一員として協力しながら防災・自然・文化に関する様々なミッションに挑みました。防災
脱出ミッションでは、頭と体を使って防災に関するクイズや謎解きに挑戦。参加者全員がミッションにの
めり込む姿が印象的でした。最後には笠松みなと公園と笠松中学校で桜を植樹。桜が未来に花を咲
かせること、そして笠松町で再び出会えることを祈りました。

　10月1日の「浄化槽の日」に合わせて、環境大臣表彰が行われ、岩村 雅
人さんが受賞されました。岩村さんは、長年にわたり浄化槽関係事業に携わ
り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与されるなど、浄化槽業界の
発展に尽力されました。

環境大臣表彰
岩村 雅人さん

岐阜南税務署長表彰
川出 一彦さん　　伴 幸洋さん

　11月13日、納税表彰式が行われ、川出 一彦さんと伴 幸洋さんが岐阜南税務署長表彰を受彰さ
れました。川出さんは岐阜南青色申告会青年部会副部会長として、会員の育成、青色申告の相談会
などに積極的に従事され、青色申告制度の普及に寄与されています。伴さんは公益社団法人岐阜
南法人会青年部会長として、租税教室など税の啓発活動に従事され、納税意識の向上に貢献され
ました。

令和7年度　岐阜地域公衆衛生協議会長表彰
池田 庸子さん　森田 則彦さん　村井 敏博さん　小島 健司さん

　令和7年度岐阜地域公衆衛生協議会長表彰を池田さん、森田さん、村井さん、小島さんが受彰さ
れました。池田さん、森田さん、村井さんは医師、小島さんは歯科医師として、住民の健康の維持増進
に尽力されるなど、公衆衛生の向上に多大な貢献をされています。

はつらつ高齢者よい歯のコンクール

　羽島口腔保健協議会主催の「はつらつ高齢者よい歯のコンクール」が開催され、次の皆さんが受
賞されました。（当町関係分）
安藤 正宏さん（二見町） 岡崎 勉さん（春日町） 丹下 崇之さん（田代）
宮川 末夫さん（長池） 𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷（長池） 和田 道德さん（西宮町）

Town Topics
まちの話題

皆さんの身近な話題や出来事を教えてください。広報担当者が取材に伺います！
c企画DX課 未来創造室　☎388‐1127
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第18回岐阜県スポーツグランプリ表彰
　鵜飼 達哉さん（83歳/無動寺）が、飛騨高山
ビッグアリーナで開催された第18回岐阜県スポ
ーツグランプリにおいて、ソフトテニスの選手と
して表彰されました。鵜飼さんは長年にわたる
卓越した技術とスポーツ精神で、多くの人々に
感動を与えてきました。その努力と成果が認め
られ、今回の受賞となりました。

令和7年度（第54回）教育功労者表彰
　11月21日、岐南町中央公民館で、第54回羽
島郡二町教育功労者表彰式が行われ、羽島郡
内の教育、学問及び文化の振興発展に長年貢
献された次の方が表彰されました。　（敬称略）
笠松町スポーツ推進委員　　堀江 真由美
笠松町スポーツ推進委員　　栗本 久雄
笠松町立松枝小学校　教頭　舩戸 崇
笠松町立笠松小学校　教諭　安田 明日香
岐南町立東小学校　　教諭　竹山 裕子

町赤十字奉仕団
下羽栗分団がぞうきんの寄贈と寄附

　12月4日、町赤十字奉仕団下羽栗分団の皆
さんが役場を訪問し、古田町長に手作りのぞう
きんと寄附金を手渡されました。
　この活動は下羽栗分団が事業の一環として
毎年実施しているもので、ぞうきんは公共施設
に配布して清掃活動に、町と社会福祉協議会
への寄附金は今後の地域福祉の向上のために
活用させていただきます。

皆さんの声を町政に　町政懇談会を開催

　皆さんのご意見・ご要望を広くお聴きし、今後
の町政運営に反映させることを目的として、11
月21日に町政懇談会を開催しました。
　懇談会では、住民の皆さんと行政を結ぶパイ
プ役としてご協力いただいている町内会長の皆
さんから、町内会での課題や廃棄物対策、防災
など22項目にわたるご意見・ご要望を提出され、
町政に対する考えをお示しするとともに、意見交
換を行いました。

「MISSIONカサマツ～防災×冒険×友情の大作戦！～」
愛知県の中学生との交流事業を実施しました

　11月22・23日の2日間、岐阜県が実施している「政策オリンピック」事業を活用し、愛知県岡崎市
立南中学校の生徒と笠松中学校の生徒たちとの防災体験を含めた交流事業を実施しました。参加
者らは冒険隊の一員として協力しながら防災・自然・文化に関する様々なミッションに挑みました。防災
脱出ミッションでは、頭と体を使って防災に関するクイズや謎解きに挑戦。参加者全員がミッションにの
めり込む姿が印象的でした。最後には笠松みなと公園と笠松中学校で桜を植樹。桜が未来に花を咲
かせること、そして笠松町で再び出会えることを祈りました。

　10月1日の「浄化槽の日」に合わせて、環境大臣表彰が行われ、岩村 雅
人さんが受賞されました。岩村さんは、長年にわたり浄化槽関係事業に携わ
り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与されるなど、浄化槽業界の
発展に尽力されました。

環境大臣表彰
岩村 雅人さん

岐阜南税務署長表彰
川出 一彦さん　　伴 幸洋さん

　11月13日、納税表彰式が行われ、川出 一彦さんと伴 幸洋さんが岐阜南税務署長表彰を受彰さ
れました。川出さんは岐阜南青色申告会青年部会副部会長として、会員の育成、青色申告の相談会
などに積極的に従事され、青色申告制度の普及に寄与されています。伴さんは公益社団法人岐阜
南法人会青年部会長として、租税教室など税の啓発活動に従事され、納税意識の向上に貢献され
ました。

令和7年度　岐阜地域公衆衛生協議会長表彰
池田 庸子さん　森田 則彦さん　村井 敏博さん　小島 健司さん

　令和7年度岐阜地域公衆衛生協議会長表彰を池田さん、森田さん、村井さん、小島さんが受彰さ
れました。池田さん、森田さん、村井さんは医師、小島さんは歯科医師として、住民の健康の維持増進
に尽力されるなど、公衆衛生の向上に多大な貢献をされています。

はつらつ高齢者よい歯のコンクール

　羽島口腔保健協議会主催の「はつらつ高齢者よい歯のコンクール」が開催され、次の皆さんが受
賞されました。（当町関係分）
安藤 正宏さん（二見町） 岡崎 勉さん（春日町） 丹下 崇之さん（田代）
宮川 末夫さん（長池） 𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷（長池） 和田 道德さん（西宮町）

Town Topics
まちの話題

皆さんの身近な話題や出来事を教えてください。広報担当者が取材に伺います！
c企画DX課 未来創造室　☎388‐1127

令和8年1月号
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令和7年分
所得税確定申告所得税確定申告所得税確定申告所得税確定申告所得税確定申告
令和8年度
町県民税申告町県民税申告町県民税申告町県民税申告町県民税申告

・予約をしないで来場された場合、対応しかねます。
・重複して予約した場合、予約取消となります。

町会場での所得税確定申告、町県民税申告の申告相談は事前予約制です。
「ネット予約」または「電話予約」をしてください。

一時所得、配当所得、譲渡所得（土地、建物、金、宝石、ゴルフ会員権、株式、先物取引など）、
準確定申告（亡くなった方の申告）、住宅ローン控除（適用の初年分のみ）、FX、分離課税、繰
越損失の申告、雑損控除、青色申告、令和6年分以前の申告
※上記以外にも複雑な内容の申告及び相談は対応できない場合がありますのでご了承く
ださい。

次の申告及び相談は税務署の会場をご予約ください。町の会場では受付できません。

今回からご自身のスマホでの確定申告を町会場で職員がサポートします。
・スマホでの確定申告を希望される場合も予約が必要です。
・マイナポータルアプリをインストールしたスマホとマイナンバーカードが必要です。

スマホで確定申告をしてみませんか？

申告会場

申告会場 役場3階第2会議室　特設会場
※松枝交流センター・総合交流センターでの開設は行いません。

開設期間
受付時間

2月16日（月）～3月16日（月）　※土日・祝日を除く
午前の部

①9：00～9：30
②9：30～10：00
③10：00～10：30

④10：30～11：00
⑤11：00～11：30
⑥11：30～12：00

午後の部
⑦13：00～13：30
⑧13：30～14：00
⑨14：00～14：30

⑩14：30～15：00
⑪15：00～15：30
⑫15：30～16：00

予約方法

ネット予約

電話予約

ネット予約は、町ホームページからいつでもできて便利です！
町公式LINEのトーク画面にも、予約フォームにとぶボタンが
あります。 予約フォーム▶

受付期間 1月13日（火）～3月12日（木）
※希望日の2日前まで。希望日の前日と当日は電話予約のみ。
※予約状況により、受付終了前に締め切ることがあります。

受付時間
予約方法 ①町ホームページの予約フォーム（1月13日から公開）へアクセス

②申告の内容を選択
※町会場で受付できる申告及び相談内容かよくご確認ください。
※町県民税の0円申告をされる場合は税務課窓口で受付けます。（予約不要）
③ご自身のスマホでの確定申告の希望の有無を選択
④希望する日時を選択（6ページ「開設期間」「受付時間」参照）
⑤氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレスなどを入力
※申告する方と来場者が違う場合は、来場者の氏名なども入力
※入力したメールアドレスに申し込み完了メールが届きます
⑥表示される連絡事項や当日の持ち物を確認
⑦予約番号「KASA‐〇〇〇〇〇〇〇〇（数字8桁）」が表示されたら、予約完了
※予約番号を必ず控えてください。予約番号がわからない方は受付できない場合があります。
※予約の変更やキャンセルは、事前に電話（☎388‐1112）でご連絡ください。
　（受付：午前8時30分～午後5時15分／土日・祝日を除く）
※予約のキャンセルのみ、申し込み完了メールに記載のURLからも手続きができます。

24時間対応

受付期間
受付時間

予約方法

1月19日（月）～3月16日（月）　※土日・祝日を除く
午前8時30分～午後5時15分　※最終日の3月16日は午後3時まで

①役場税務課　☎388‐1112　に電話し、「申告の予約をしたい」旨を伝える
②予約担当者に予約情報を伝える　※（ア）→（イ）→（ウ）→（エ）の順番にお伝えください。
　（ア）申告者（申告する方）の氏名、住所
　（イ）来場者（当日会場にお越しになる方）の氏名、住所、電話番号
　（ウ）予約者（電話をかけているご本人）の氏名、住所、電話番号
　（エ）ご自身のスマホでの確定申告の希望の有無
③お伝えする予約番号をメモする
※予約の変更やキャンセルは、事前に電話でご連絡ください。
　（受付：午前8時30分～午後5時15分／土日・祝日を除く）

令和8年1月号
第1184号6 令和8年1月号
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令和7年分
所得税確定申告所得税確定申告所得税確定申告所得税確定申告所得税確定申告
令和8年度
町県民税申告町県民税申告町県民税申告町県民税申告町県民税申告

・予約をしないで来場された場合、対応しかねます。
・重複して予約した場合、予約取消となります。

町会場での所得税確定申告、町県民税申告の申告相談は事前予約制です。
「ネット予約」または「電話予約」をしてください。

一時所得、配当所得、譲渡所得（土地、建物、金、宝石、ゴルフ会員権、株式、先物取引など）、
準確定申告（亡くなった方の申告）、住宅ローン控除（適用の初年分のみ）、FX、分離課税、繰
越損失の申告、雑損控除、青色申告、令和6年分以前の申告
※上記以外にも複雑な内容の申告及び相談は対応できない場合がありますのでご了承く
ださい。

次の申告及び相談は税務署の会場をご予約ください。町の会場では受付できません。

今回からご自身のスマホでの確定申告を町会場で職員がサポートします。
・スマホでの確定申告を希望される場合も予約が必要です。
・マイナポータルアプリをインストールしたスマホとマイナンバーカードが必要です。

スマホで確定申告をしてみませんか？

申告会場

申告会場 役場3階第2会議室　特設会場
※松枝交流センター・総合交流センターでの開設は行いません。

開設期間
受付時間

2月16日（月）～3月16日（月）　※土日・祝日を除く
午前の部

①9：00～9：30
②9：30～10：00
③10：00～10：30

④10：30～11：00
⑤11：00～11：30
⑥11：30～12：00

午後の部
⑦13：00～13：30
⑧13：30～14：00
⑨14：00～14：30

⑩14：30～15：00
⑪15：00～15：30
⑫15：30～16：00

予約方法

ネット予約

電話予約

ネット予約は、町ホームページからいつでもできて便利です！
町公式LINEのトーク画面にも、予約フォームにとぶボタンが
あります。 予約フォーム▶

受付期間 1月13日（火）～3月12日（木）
※希望日の2日前まで。希望日の前日と当日は電話予約のみ。
※予約状況により、受付終了前に締め切ることがあります。

受付時間
予約方法 ①町ホームページの予約フォーム（1月13日から公開）へアクセス

②申告の内容を選択
※町会場で受付できる申告及び相談内容かよくご確認ください。
※町県民税の0円申告をされる場合は税務課窓口で受付けます。（予約不要）
③ご自身のスマホでの確定申告の希望の有無を選択
④希望する日時を選択（6ページ「開設期間」「受付時間」参照）
⑤氏名、住所、生年月日、電話番号、メールアドレスなどを入力
※申告する方と来場者が違う場合は、来場者の氏名なども入力
※入力したメールアドレスに申し込み完了メールが届きます
⑥表示される連絡事項や当日の持ち物を確認
⑦予約番号「KASA‐〇〇〇〇〇〇〇〇（数字8桁）」が表示されたら、予約完了
※予約番号を必ず控えてください。予約番号がわからない方は受付できない場合があります。
※予約の変更やキャンセルは、事前に電話（☎388‐1112）でご連絡ください。
　（受付：午前8時30分～午後5時15分／土日・祝日を除く）
※予約のキャンセルのみ、申し込み完了メールに記載のURLからも手続きができます。

24時間対応

受付期間
受付時間

予約方法

1月19日（月）～3月16日（月）　※土日・祝日を除く
午前8時30分～午後5時15分　※最終日の3月16日は午後3時まで

①役場税務課　☎388‐1112　に電話し、「申告の予約をしたい」旨を伝える
②予約担当者に予約情報を伝える　※（ア）→（イ）→（ウ）→（エ）の順番にお伝えください。
　（ア）申告者（申告する方）の氏名、住所
　（イ）来場者（当日会場にお越しになる方）の氏名、住所、電話番号
　（ウ）予約者（電話をかけているご本人）の氏名、住所、電話番号
　（エ）ご自身のスマホでの確定申告の希望の有無
③お伝えする予約番号をメモする
※予約の変更やキャンセルは、事前に電話でご連絡ください。
　（受付：午前8時30分～午後5時15分／土日・祝日を除く）

令和8年1月号
第1184号6 令和8年1月号

第1184号 7
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所得控除の確認をお忘れなく！

書類の準備が必要な所得控除

　所得控除とは、課税の対象となる所得金額から一定の金額を差し引く仕組みの
ことです。控除の対象者が必要書類を添えて申告することで、課税対象の所得が減
額されて税額も減りますので、申告をする前に所得控除についても確認しましょう。
　なお、次の3つの所得控除は事前に書類を作成したり、担当窓口で交付申請する
必要がありますので、早めの準備をお願いします。

c税務課　☎388‐1112

要　件

申告の
添付書類

申告
できる方

担当窓口

医療費控除
（ⓐⓑどちらかを選択）

医療費が10万円（総所得
金額等が200万円未満の場
合はその所得等の5%）を超
えた場合

医療費控除の明細書

※明細書は、病院の領収書や薬局のレシートから、ご
自身で作成してください。

医療費・医薬品購入費を支払った本人または生計を
一にする配偶者やその他親族

税務課
☎388‐1112

ⓐ医療費控除 ⓑセルフメディケーション税制

対象の医薬品購入費が
12,000円を超えた場合
（健康の保持や増進、疾病の予防
など一定の取り組みを行っている
こと）

特定一般用医薬品等
購入費の明細書

※注1

要介護認定を
受けている方の

障害者控除

障がい者などに準ずる方
（65歳以上で介護認定を受けて
いる方のうち、障害者手帳の交
付を受けておらず、町要領の規
定に該当する方）

障害者控除対象者
認定書

「障害者控除対象者認定
書」の交付を受けた65歳
以上の方またはその方を
扶養している方

健康介護課
☎388‐7171

空き家の譲渡所得
特別控除の特例

「相続した空き家」や「相
続した空き家を取り壊し
た後の土地」を売却した
場合　※注2

被相続人居住用家屋等
確認書

相続した空き家や土地を
売却した相続人

建設課
☎388‐1117

▲注1
セルフメディケーション税制対象品目一覧

（厚生労働省ホームページ）

▲注2
被相続人の居住用財産（空き家）を売ったときの特例

（国税庁ホームページ）

注1：特定一般用医薬品等購入費の対象となる医薬品については、厚生労働省のホームページを参照ください。
注2：適用要件などは、国税庁のホームページをご参照ください。

当てはまる方はご確認ください

■ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用している方
　ワンストップ特例制度を申請していても、医療費控除などで確定申告をするとワンストップ特例制
度が無効となり、町県民税の寄附金控除が適用されません。確定申告をする方は、寄附先の自治体
から発行される「寄附金受領証明書」などを添付し、忘れずに寄附金控除も申告しましょう。

c税務課　☎388‐1112

確定申告は国税庁ホームページ「e-Tax」で

　e-Taxとは、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書を税務署へ
電子送信することができる国税電子申告・納税システムのことです。
　また、マイナンバーカードとカードの読取機能があるスマホがあれば、マイナポータル連携を利
用してふるさと納税、地震保険料などの情報をまとめて取得して申告書に自動入力できます。

■国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方
　「医療費のお知らせ」通知は、医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することが
できます。1～10月診療記載分を国民健康保険は12月下旬に、後期高齢者医療保険は2月上旬に
送付しますが、確定申告の時期に間に合わない11月と12月診療分は、領収書に基づいて「医療費控
除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付してください。

c住民課　☎388‐1115

c税務課　☎388‐1112

会場に行かずに申告できる方法があります

町県民税の申告書作成は町ホームページで

令和7年分の「申告書作成コーナー」は1月上旬から利用できます。

　町ホームページの「笠松町　町民税・県民税の税額試算・申告書作成コーナー」では、収入金額や
所得控除などを入力することで町県民税の申告書を作成することができます。作成した申告書を役
場税務課に郵送または窓口に提出すれば、申告会場に行かなくても申告できます。（電子申告・メー
ルによる提出はできません。）

　申告書を自宅で作成・送信（郵送）すれば、事前予約をしたり申告会場に出向くことなく申告
を済ませることができます。ご自宅で申告書を作成してみませんか？

【確定申告書等送付先】〒460‐8527 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目2番4号
名古屋国税局　業務センター（岐阜南税務署）

※自宅で作成した確定申告書等を役場で受け付けることはできません。上記送付先へ郵送し
てください。

【町県民税の申告書送付先】〒501‐6181　笠松町司町1番地　笠松町役場税務課

確定申告書等
作成コーナー

国税庁ホームページ
町民税・県民税の

税額試算・申告書作成コーナー

町ホームページ
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所得控除の確認をお忘れなく！

書類の準備が必要な所得控除

　所得控除とは、課税の対象となる所得金額から一定の金額を差し引く仕組みの
ことです。控除の対象者が必要書類を添えて申告することで、課税対象の所得が減
額されて税額も減りますので、申告をする前に所得控除についても確認しましょう。
　なお、次の3つの所得控除は事前に書類を作成したり、担当窓口で交付申請する
必要がありますので、早めの準備をお願いします。

c税務課　☎388‐1112

要　件

申告の
添付書類

申告
できる方

担当窓口

医療費控除
（ⓐⓑどちらかを選択）

医療費が10万円（総所得
金額等が200万円未満の場
合はその所得等の5%）を超
えた場合

医療費控除の明細書

※明細書は、病院の領収書や薬局のレシートから、ご
自身で作成してください。

医療費・医薬品購入費を支払った本人または生計を
一にする配偶者やその他親族

税務課
☎388‐1112

ⓐ医療費控除 ⓑセルフメディケーション税制

対象の医薬品購入費が
12,000円を超えた場合
（健康の保持や増進、疾病の予防
など一定の取り組みを行っている
こと）

特定一般用医薬品等
購入費の明細書

※注1

要介護認定を
受けている方の

障害者控除

障がい者などに準ずる方
（65歳以上で介護認定を受けて
いる方のうち、障害者手帳の交
付を受けておらず、町要領の規
定に該当する方）

障害者控除対象者
認定書

「障害者控除対象者認定
書」の交付を受けた65歳
以上の方またはその方を
扶養している方

健康介護課
☎388‐7171

空き家の譲渡所得
特別控除の特例

「相続した空き家」や「相
続した空き家を取り壊し
た後の土地」を売却した
場合　※注2

被相続人居住用家屋等
確認書

相続した空き家や土地を
売却した相続人

建設課
☎388‐1117

▲注1
セルフメディケーション税制対象品目一覧

（厚生労働省ホームページ）

▲注2
被相続人の居住用財産（空き家）を売ったときの特例

（国税庁ホームページ）

注1：特定一般用医薬品等購入費の対象となる医薬品については、厚生労働省のホームページを参照ください。
注2：適用要件などは、国税庁のホームページをご参照ください。

当てはまる方はご確認ください

■ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用している方
　ワンストップ特例制度を申請していても、医療費控除などで確定申告をするとワンストップ特例制
度が無効となり、町県民税の寄附金控除が適用されません。確定申告をする方は、寄附先の自治体
から発行される「寄附金受領証明書」などを添付し、忘れずに寄附金控除も申告しましょう。

c税務課　☎388‐1112

確定申告は国税庁ホームページ「e-Tax」で

　e-Taxとは、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書を税務署へ
電子送信することができる国税電子申告・納税システムのことです。
　また、マイナンバーカードとカードの読取機能があるスマホがあれば、マイナポータル連携を利
用してふるさと納税、地震保険料などの情報をまとめて取得して申告書に自動入力できます。

■国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方
　「医療費のお知らせ」通知は、医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することが
できます。1～10月診療記載分を国民健康保険は12月下旬に、後期高齢者医療保険は2月上旬に
送付しますが、確定申告の時期に間に合わない11月と12月診療分は、領収書に基づいて「医療費控
除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付してください。

c住民課　☎388‐1115

c税務課　☎388‐1112

会場に行かずに申告できる方法があります

町県民税の申告書作成は町ホームページで

令和7年分の「申告書作成コーナー」は1月上旬から利用できます。

　町ホームページの「笠松町　町民税・県民税の税額試算・申告書作成コーナー」では、収入金額や
所得控除などを入力することで町県民税の申告書を作成することができます。作成した申告書を役
場税務課に郵送または窓口に提出すれば、申告会場に行かなくても申告できます。（電子申告・メー
ルによる提出はできません。）

　申告書を自宅で作成・送信（郵送）すれば、事前予約をしたり申告会場に出向くことなく申告
を済ませることができます。ご自宅で申告書を作成してみませんか？

【確定申告書等送付先】〒460‐8527 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目2番4号
名古屋国税局　業務センター（岐阜南税務署）

※自宅で作成した確定申告書等を役場で受け付けることはできません。上記送付先へ郵送し
てください。

【町県民税の申告書送付先】〒501‐6181　笠松町司町1番地　笠松町役場税務課

確定申告書等
作成コーナー

国税庁ホームページ
町民税・県民税の

税額試算・申告書作成コーナー

町ホームページ

令和8年1月号
第1184号8 令和8年1月号

第1184号 9

C K C K



令和8・9・10年度の
入札参加資格審査の申請受付
　令和8・9・10年度に町が発注する「物品
の製造、売買」「役務」などの入札に参加
を希望する方は、入札参加資格審査を受
ける必要がありますので、受付期限までに
申請書を提出してください。

1月20日（火）
郵送（当日消印有効）

※申請書は、町ホームページからダウンロ
ードしてください。

〒501‐6181　笠松町司町1番地
笠松町役場総務課　契約管財担当あて
※あて先の下に「競争入札参加資格審査

申請書在中」と必ず記載してください。
c総務課　☎388‐1111

国保の届け出を
お忘れなく！
　国民健康保険（国保）
に加入していた方が、勤
務先の社会保険など他
の医療保険に加入したと
きは、国保をやめるため
の手続きが必要です。届
け出が遅れると、国民健
康保険税が納めすぎとな
る可能性があります。手
続きの方法など、詳しく
はお問い合わせください。
n住民課

☎388‐1115

就学費の援助
　経済的な理由でお困りの小・中学生の保護者の方
に対し、就学に必要な経費を援助します。令和8年度
に援助を希望される方は、小・中学校にある「令和8
年度就学援助申請書」に必要書類を添えて提出し
てください。現在、就学援助を受給している方につい
ても毎年、申請が必要です。
●令和8年度就学援助希望者（継続申請者含む）

2月25日（水）
入学・在籍する学校

●令和8年度小・中学校新入学予定で新規の援助
希望者

2月10日（火）
羽島郡二町教育委員会

（岐南町八剣7丁目107番地）
詳しくは下記までお問い合わせください。
c羽島郡二町教育委員会 総務課　☎245‐1133

こども誰でも通園制度
（乳児等通園支援事業）が
始まります
　4月から保育所などに通って
いないお子さんを、保護者の就
労要件を問わずに、月一定時間
を時間単位で預けられる制度が
始まります。家庭とは異なる場所
で、保育士や同年代の子どもと
のふれあいを通して子どもの育
ちを応援するとともに、保護者の
育児負担の軽減となります。
　利用には事前に登録申請（3
月受付開始予定）が必要です。
c福祉子ども課　☎388‐1116

　最初の新規検査から13年以上経過した軽自動車（電気自動車などは除く）には、
重課税率が適用され、次の金額となります。

※最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
※廃車・住所変更・名義変更を行った場合は、軽自動車検査協会事務所で軽自動車の異動手続きが
必要です。

税　金　に　関　す　る　お　知　ら　せ

令和8年度軽自動車税種別割の税額をご確認ください
13年経過した軽自動車をお持ちの方へ

固定資産税の申告が必要です
償却資産をお持ちの事業主の方へ

種　　別

年　　　税　　　額

平成25年4月1日～
平成27年3月31日 平成27年4月1日以降重課税率適用

平成25年3月31日以前

四輪乗用

四輪貨物

営業用
自家用
営業用
自家用

5,500円
7,200円
3,000円
4,000円

6,900円
10,800円
3,800円
5,000円

8,200円
12,900円
4,500円
6,000円

最初の新規検査年月

　11月下旬に償却資産（固定資産税）の申告書を郵送しましたが、対象資産をお持ちで申告書が届
いていない方はご連絡ください。

1月1日現在、町内で事業（工場、商店、駐車場、アパート、発電量10KW以上の太陽光パネ
ルによる売電など）を営んでいる方で償却資産（土地・家屋以外の事業用資産）を所有している方

・構築物（フェンス、舗装路面など）
・機械（建設用重機、太陽光発電設備など）
・器具、備品（コピー機、パソコンなど）

2月2日（月）
※電子申告や郵送による提出もできます。
c税務課　☎388‐1112

「はたちの献血」
キャンペーン

1月1日～2月28日

「誰かの今をつないでいく。
はたちの献血」

献血キャラクターけんけつちゃん

受付期限
提出方法

提出

提出期限
提出先

提出期限
提出先

対象者

償却資産の例

提出期限

お　知　ら　せ

Information Box 町からのお知らせ

従業員
 大募集

令和8年1月号
第1184号10 令和8年1月号

第1184号 11

C K C K



令和8・9・10年度の
入札参加資格審査の申請受付
　令和8・9・10年度に町が発注する「物品
の製造、売買」「役務」などの入札に参加
を希望する方は、入札参加資格審査を受
ける必要がありますので、受付期限までに
申請書を提出してください。

1月20日（火）
郵送（当日消印有効）

※申請書は、町ホームページからダウンロ
ードしてください。

〒501‐6181　笠松町司町1番地
笠松町役場総務課　契約管財担当あて
※あて先の下に「競争入札参加資格審査

申請書在中」と必ず記載してください。
c総務課　☎388‐1111

国保の届け出を
お忘れなく！
　国民健康保険（国保）
に加入していた方が、勤
務先の社会保険など他
の医療保険に加入したと
きは、国保をやめるため
の手続きが必要です。届
け出が遅れると、国民健
康保険税が納めすぎとな
る可能性があります。手
続きの方法など、詳しく
はお問い合わせください。
n住民課

☎388‐1115

就学費の援助
　経済的な理由でお困りの小・中学生の保護者の方
に対し、就学に必要な経費を援助します。令和8年度
に援助を希望される方は、小・中学校にある「令和8
年度就学援助申請書」に必要書類を添えて提出し
てください。現在、就学援助を受給している方につい
ても毎年、申請が必要です。
●令和8年度就学援助希望者（継続申請者含む）

2月25日（水）
入学・在籍する学校

●令和8年度小・中学校新入学予定で新規の援助
希望者

2月10日（火）
羽島郡二町教育委員会

（岐南町八剣7丁目107番地）
詳しくは下記までお問い合わせください。
c羽島郡二町教育委員会 総務課　☎245‐1133

こども誰でも通園制度
（乳児等通園支援事業）が
始まります
　4月から保育所などに通って
いないお子さんを、保護者の就
労要件を問わずに、月一定時間
を時間単位で預けられる制度が
始まります。家庭とは異なる場所
で、保育士や同年代の子どもと
のふれあいを通して子どもの育
ちを応援するとともに、保護者の
育児負担の軽減となります。
　利用には事前に登録申請（3
月受付開始予定）が必要です。
c福祉子ども課　☎388‐1116

　最初の新規検査から13年以上経過した軽自動車（電気自動車などは除く）には、
重課税率が適用され、次の金額となります。

※最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
※廃車・住所変更・名義変更を行った場合は、軽自動車検査協会事務所で軽自動車の異動手続きが
必要です。

税　金　に　関　す　る　お　知　ら　せ

令和8年度軽自動車税種別割の税額をご確認ください
13年経過した軽自動車をお持ちの方へ

固定資産税の申告が必要です
償却資産をお持ちの事業主の方へ

種　　別

年　　　税　　　額

平成25年4月1日～
平成27年3月31日 平成27年4月1日以降重課税率適用

平成25年3月31日以前

四輪乗用

四輪貨物

営業用
自家用
営業用
自家用

5,500円
7,200円
3,000円
4,000円

6,900円
10,800円
3,800円
5,000円

8,200円
12,900円
4,500円
6,000円

最初の新規検査年月

　11月下旬に償却資産（固定資産税）の申告書を郵送しましたが、対象資産をお持ちで申告書が届
いていない方はご連絡ください。

1月1日現在、町内で事業（工場、商店、駐車場、アパート、発電量10KW以上の太陽光パネ
ルによる売電など）を営んでいる方で償却資産（土地・家屋以外の事業用資産）を所有している方

・構築物（フェンス、舗装路面など）
・機械（建設用重機、太陽光発電設備など）
・器具、備品（コピー機、パソコンなど）

2月2日（月）
※電子申告や郵送による提出もできます。
c税務課　☎388‐1112

「はたちの献血」
キャンペーン

1月1日～2月28日

「誰かの今をつないでいく。
はたちの献血」

献血キャラクターけんけつちゃん

受付期限
提出方法

提出

提出期限
提出先

提出期限
提出先

対象者

償却資産の例

提出期限

お　知　ら　せ

Information Box 町からのお知らせ

従業員
 大募集

令和8年1月号
第1184号10 令和8年1月号

第1184号 11

C K C K



税理士記念日事業　無料税務相談会
　税理士が税務相談に応じます。

2月7日（土）午前10時～午後4時
（最終受付：午後3時30分）
カラフルタウン岐阜 2階 ライトオン前

（岐阜市柳津町丸野3‐3‐6）
c名古屋税理士会岐阜南支部　☎274‐0658

岐阜青年税理士連盟　無料税務相談会
2月1日（日） 午前10時～午後4時

（受付は30分前まで）※事前予約不要
カラフルタウン岐阜 2階 ゾフ前

（岐阜市柳津町丸野3‐3‐6）
c岐阜青年税理士連盟　箕浦　☎090‐8393‐9550

県民生活相談センター・
消費者ホットライン
のご案内
　県民生活相談センターでは、訪問販売や電話勧誘販
売、マルチ商法などでのトラブルや、身に覚えのない請
求などの相談を電話、または面接で受け付けています。
　困ったときは、一人で悩まずに、お気軽にご相談くだ
さい。
D県民生活相談センター　☎277‐1003
月～金曜日　8：30～17：00／土曜日　9：00～17：00

コンビニ交付サービスに
関するアンケート
　マイナンバーカードを利用した各種証
明書のコンビニ交付サービスについて、
アンケート調査を実施します。皆様のご
協力をお願いします。
回答方法　QRコードから回答

※無記名のアンケートのため、個人が特
定されることはありません。

c住民課　☎388‐1115

放送大学　4月入学生募集
　放送大学は、テレビ・インターネットで授業を
行う通信制の大学です。学士の学位取得はもち
ろん、キャリアアップや自己実現など、生涯学習
を目指す方をサポートします。

心理学・福祉・経済・歴史・文学など
約300科目

6,000円/1単位（入学料別）

第1回　募集中～2月27日（金）
第2回　2月28日（土）～3月16日（月）

放送大学岐阜学習センター　
☎273‐9614

岐阜地域児童発達支援センター
ポッポの家　会計年度任用職員募集

事務職（一般事務）
1人

令和8年4月1日
月～金曜日
午前9時～午後3時45分
1月15日（木）～1月30日（金）必着
郵送または直接持参

（受付時間：平日午前8時30分
～午後5時15分）

c岐阜県地域児童発達支援センター
　ポッポの家（岐阜市長良東2‐140）
　☎294‐5757

春まつり「大名行列お奴」
毛槍の振り手募集
　4月12日（日）に開催される
笠松春まつりで行われる「大
名行列お奴」に毛槍の振り手
として参加していただける熱
意のある方を募集します。

2月27日（金）
毛槍の振り手

20人程度
高校生以上（新学年）

※事前練習あり
※応募者多数の場合は抽選

により参加者を決定します。
c笠松大名行列お奴保存会

事務局
（笠松中央交流センター内）
☎388‐3231

▲申込は
オンラインまたは
中央交流センターへ

第48回　新春ファミリーマラソン大会
2月8日（日）
午前9時30分開会式（受付：午前9時～）
笠松競馬場

町内に在住・在勤の方、愛好者
健康マラソンの部

①小学4年生以下（男・女） 1,100m ⑤一般（女子） 1,100m
②小学5年生（男・女） 1,100m ⑥中学生（男子） 2,200m
③小学6年生（男・女） 1,100m ⑦一般（男子） 2,200m
④中学生（女子） 1,100m ⑧体験ジョギング 1,100m

1人100円（当日徴収）
1月9日（金）

※出場者は必ず運動靴を着用してください（素足、スパイク性の
靴は不可）。馬場の状況によっては汚れることがありますのでご
注意ください。

e町スポーツ協会事務局（笠松中央交流センター内）　
☎388‐3231

資料請求・問

回答はこちら蜷

名馬、名手の里　ドリームスタジアム

1月の開催日程

笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!

6日（火）・7日（水）・8日（木）・9日（金）
20日（火）・21日（水）・22日（木）・23日（金）
詳細は、笠松競馬場ホームページをご覧ください
https://www.kasamatsu-keiba.com/

9日（金） 第3回 笠松若駒杯（P）
22日（木） 第31回 白銀争覇（SPⅡ）
22日はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送予定！22日はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送予定！

公式SNSで笠松けいばの色々
な情報を日々、配信しています。

マイナンバーカードの2つの有効期限が
みなさんのカードの安全を守ります

便利を
安心とともに。
マイナンバーカード

デジタル庁
YouTubeチャンネル動画

デジタル庁
ウェブサイト

▲詳しくはこちら

日時

場所

日時

場所

授業科目

授業料
出願期間

職種
採用予定人員
採用年月日
勤務時間

募集期間
申込方法

申込期限
内容
募集人数
対象

日時

場所
参加資格
種目

参加費
申込期限

ア　ン　ケ　ー　ト相　　　談募　　　集

Information Box 町からのお知らせ

令和8年1月号
第1184号12 令和8年1月号

第1184号 13

C K C K



税理士記念日事業　無料税務相談会
　税理士が税務相談に応じます。

2月7日（土）午前10時～午後4時
（最終受付：午後3時30分）
カラフルタウン岐阜 2階 ライトオン前

（岐阜市柳津町丸野3‐3‐6）
c名古屋税理士会岐阜南支部　☎274‐0658

岐阜青年税理士連盟　無料税務相談会
2月1日（日） 午前10時～午後4時

（受付は30分前まで）※事前予約不要
カラフルタウン岐阜 2階 ゾフ前

（岐阜市柳津町丸野3‐3‐6）
c岐阜青年税理士連盟　箕浦　☎090‐8393‐9550

県民生活相談センター・
消費者ホットライン
のご案内
　県民生活相談センターでは、訪問販売や電話勧誘販
売、マルチ商法などでのトラブルや、身に覚えのない請
求などの相談を電話、または面接で受け付けています。
　困ったときは、一人で悩まずに、お気軽にご相談くだ
さい。
D県民生活相談センター　☎277‐1003
月～金曜日　8：30～17：00／土曜日　9：00～17：00

コンビニ交付サービスに
関するアンケート
　マイナンバーカードを利用した各種証
明書のコンビニ交付サービスについて、
アンケート調査を実施します。皆様のご
協力をお願いします。
回答方法　QRコードから回答

※無記名のアンケートのため、個人が特
定されることはありません。

c住民課　☎388‐1115

放送大学　4月入学生募集
　放送大学は、テレビ・インターネットで授業を
行う通信制の大学です。学士の学位取得はもち
ろん、キャリアアップや自己実現など、生涯学習
を目指す方をサポートします。

心理学・福祉・経済・歴史・文学など
約300科目

6,000円/1単位（入学料別）

第1回　募集中～2月27日（金）
第2回　2月28日（土）～3月16日（月）

放送大学岐阜学習センター　
☎273‐9614

岐阜地域児童発達支援センター
ポッポの家　会計年度任用職員募集

事務職（一般事務）
1人

令和8年4月1日
月～金曜日
午前9時～午後3時45分
1月15日（木）～1月30日（金）必着
郵送または直接持参

（受付時間：平日午前8時30分
～午後5時15分）

c岐阜県地域児童発達支援センター
　ポッポの家（岐阜市長良東2‐140）
　☎294‐5757

春まつり「大名行列お奴」
毛槍の振り手募集
　4月12日（日）に開催される
笠松春まつりで行われる「大
名行列お奴」に毛槍の振り手
として参加していただける熱
意のある方を募集します。

2月27日（金）
毛槍の振り手

20人程度
高校生以上（新学年）

※事前練習あり
※応募者多数の場合は抽選

により参加者を決定します。
c笠松大名行列お奴保存会

事務局
（笠松中央交流センター内）
☎388‐3231

▲申込は
オンラインまたは
中央交流センターへ

第48回　新春ファミリーマラソン大会
2月8日（日）
午前9時30分開会式（受付：午前9時～）
笠松競馬場

町内に在住・在勤の方、愛好者
健康マラソンの部

①小学4年生以下（男・女） 1,100m ⑤一般（女子） 1,100m
②小学5年生（男・女） 1,100m ⑥中学生（男子） 2,200m
③小学6年生（男・女） 1,100m ⑦一般（男子） 2,200m
④中学生（女子） 1,100m ⑧体験ジョギング 1,100m

1人100円（当日徴収）
1月9日（金）

※出場者は必ず運動靴を着用してください（素足、スパイク性の
靴は不可）。馬場の状況によっては汚れることがありますのでご
注意ください。

e町スポーツ協会事務局（笠松中央交流センター内）　
☎388‐3231

資料請求・問

回答はこちら蜷

名馬、名手の里　ドリームスタジアム

1月の開催日程

笠松競馬場・シアター恵那 JRA馬券発売中!!

6日（火）・7日（水）・8日（木）・9日（金）
20日（火）・21日（水）・22日（木）・23日（金）
詳細は、笠松競馬場ホームページをご覧ください
https://www.kasamatsu-keiba.com/

9日（金） 第3回 笠松若駒杯（P）
22日（木） 第31回 白銀争覇（SPⅡ）
22日はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送予定！22日はチャンネルCCNにて笠松けいば全レースを放送予定！

公式SNSで笠松けいばの色々
な情報を日々、配信しています。

マイナンバーカードの2つの有効期限が
みなさんのカードの安全を守ります

便利を
安心とともに。
マイナンバーカード

デジタル庁
YouTubeチャンネル動画

デジタル庁
ウェブサイト

▲詳しくはこちら

日時

場所

日時

場所

授業科目

授業料
出願期間

職種
採用予定人員
採用年月日
勤務時間

募集期間
申込方法

申込期限
内容
募集人数
対象

日時

場所
参加資格
種目

参加費
申込期限

ア　ン　ケ　ー　ト相　　　談募　　　集

Information Box 町からのお知らせ

令和8年1月号
第1184号12 令和8年1月号

第1184号 13

C K C K



広報紙の広告をご利用ください

・Information Box 下段：
 5,000円／号
　（3㎝×8㎝・2色刷り）
・裏表紙 下段： 8,000円／号
　（4.5㎝×6㎝・フルカラー）
※2枠以上使用した大きな広告も

可能ですのでご相談ください。
c企画DX課　蕁388‐1113

お問い合わせ

笠 松 町 役 場

議 会 事 務 局
総 務 課
税 務 課
企 画 D X 課
未 来 創 造 室
環 境 経 済 課
住 民 課
福 祉 子 ど も 課
建 設 課
水 道 課
会 計 課
水道料金事務センター

388‐1111
387‐5816
388‐1110
388‐1111
388‐1112
388‐1113
388‐1127
388‐1114
388‐1115
388‐1116
388‐1117
388‐1118
388‐1119
388‐1175

）

まちの人口

人口
男
女

世帯数

人
人
人
世帯

（
（
（
（

）
）
）
）

☎
FAX

☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎

福祉健康センター

福 祉 会 館
こども館「かさくら」
笠松中央交流センター

松枝交流センター
総合交流センター
歴 史 未 来 館
学校給食センター
ふ ら っ と 笠 松

（健康介護課）
388‐7171
387‐1121
388‐0811

（教育文化課）
388‐3231
387‐0156
387‐8432
388‐0161
387‐5321
388‐2355

☎
☎
☎

☎
☎
☎
☎
☎
☎

テレホンサ ービス
防災行政無線アンサーバック

（過去の放送を聞くことができます）
火災情報テレホンサービス

（羽島郡内の火災発生状況を
聞くことができます）

388‐4930

387‐0100

☎

☎

（

令和7年12月1日現在（前月比）
21,856
10,653
11,203
9,717

減
減
増
減

7
8
1

22

宅配便の再配達削減にご協力ください
　宅配便の再配達の増加が社会問題になっています。
　宅配事業者に応じて受け取り方法を見直し、再配達を減らしま
しょう。
　再配達の削減は、トラックから排出されるCO2削減に繋がる地
球にやさしい取り組みであるだけでなく、受取者が時間を有効活
用できるメリットにもつながります。
再配達を減らす方法
・スマートフォンアプリやSNSの事前通知サービスに登録する
・あらかじめ受取場所や受取可能時間を指定する
c中部運輸局交通政策部環境・物流課　☎052‐952‐8007

冬の省エネルギー対策にご協力を！
■冬季省エネのポイント
・暖房時のエアコンの温度は、20℃を目安に設定しましょう。
・暖房器具は、必要な時間や場所を考えて使用しましょう。
■ちょっとした工夫で節電対策
・保温効果の高いインナーウェアやカーディガンなど薄手の衣服
を重ね着しましょう。
・根菜類やショウガなど体をあたためる食材を取り入れましょう。
c環境経済課　☎388‐1114

ペットの飼育はマナーを守って
■犬の放し飼いは法令で禁止されています。散歩をする時も、必
ず引き綱（リード）をつけましょう。また、ふん・尿などの後始末は
飼い主の責任です。散歩時にはふんを放置せず、必ず持ち帰り
ましょう。
■野良猫に安易な気持ちでエサを与えると、野良猫が増え、庭木
を傷つけたり、ふん尿汚染の原因になることがあります。野良猫
にはむやみにエサを与えないでください。
■地域猫活動について
　地域猫活動とは、地域の飼い主のいない猫をその地域の町内
会等で定めたルールに基づいて不妊・去勢手術の徹底・エサやり
やふん尿の処理・周辺の美化などを行い、適切に飼育管理するこ
とで猫の数を増やさず、一代限りの生を全うさせ、将来的には飼
い主がいない猫をなくしていくものです。
　地域猫活動支援事業として、岐阜県では不妊去勢手術の無料
実施や手術対象の猫を保護するための猫保護器の貸し出し等を
行っています。
　詳しくは、岐阜保健所にご相談ください。
c環境経済課　☎388‐1114

年末年始の業務のご案内

■公共施設などのお休み
施設名 お休みする日
役場

水道料金事務センター
福祉健康センター

笠松中央交流センター
松枝交流センター
総合交流センター

下羽栗会館
ふらっと笠松

体育施設
福祉会館
厚生会館

こども館「かさくら」
歴史未来館

学校開放施設

火葬場

12月29日（月）～1月3日（土）

12月28日（日）～1月4日（日）

12月27日（土）～1月4日（日）
※婚姻届、出生届、死亡届など戸籍の届出
の受付は、役場の宿日直者が対応します。

12月29日（月）～1月3日（土）
・5日（月）

12月28日（日）～1月3日（土）
12月29日（月）

1月1日（木）・4日（日）

■公共施設巡回町民バス・チョイソコカラタン
のお休み

　12月29日（月）～1月3日（土）

■し尿汲み取りのお休み

■コンビニ交付サービスの休止　12月28日（日）午後11時～1月4日（日）午前6時30分

　12月30日（火）午後～1月4日（日）

■ごみの収集

月・木曜日コース
（笠松地域）
12月29日（月）

火・金曜日コース
（松枝・下羽栗地域）
12月30日（火）

月・木曜日コース
（笠松地域）
1月5日（月）

火・金曜日コース
（松枝・下羽栗地域）

1月6日（火）

年末の最終収集日

年始の開始収集日

2月のこども館「かさくら」行事2月のこども館「かさくら」行事

申込開始　1月4日（日）

eこども館「かさくら」　☎388‐0811

対　象 内　容 日にち 時　間 定員 申込

乳幼児親子

小学生
小中学生
高校生

中学生
高校生

10日（火）
5日（木）
6日（金）
17日（火）
18日（水）
27日（金）
22日（日）
28日（土）
22日（日）

11日（水祝）

28日（土）

10：00～10：45

10；00～10：30

10：00～10：45
14：00～16：30
13：30～16：30

18：00～21：00

18：00～20：00

20組

各10組

各10人

10組
10人

－

要

不要

子育てサロン

ピヨピヨひろば

手づくりパーク

Babyひろば
つくってみよう
子ども相談室
ボードゲームDay
ティーンズスペース
（中高生の居場所）
ティーンズテーマトーク

小中学生・高校生
（町外の方も） 卓球あそび 7日（土） 13：00～15：00 4組 不要

お　願　い

町からのお知らせ

令和8年1月号
第1184号14 令和8年1月号

第1184号 15

C K C K



広報紙の広告をご利用ください

・Information Box 下段：
 5,000円／号
　（3㎝×8㎝・2色刷り）
・裏表紙 下段： 8,000円／号
　（4.5㎝×6㎝・フルカラー）
※2枠以上使用した大きな広告も

可能ですのでご相談ください。
c企画DX課　蕁388‐1113

お問い合わせ

笠 松 町 役 場

議 会 事 務 局
総 務 課
税 務 課
企 画 D X 課
未 来 創 造 室
環 境 経 済 課
住 民 課
福 祉 子 ど も 課
建 設 課
水 道 課
会 計 課
水道料金事務センター

388‐1111
387‐5816
388‐1110
388‐1111
388‐1112
388‐1113
388‐1127
388‐1114
388‐1115
388‐1116
388‐1117
388‐1118
388‐1119
388‐1175

）

まちの人口

人口
男
女

世帯数

人
人
人
世帯

（
（
（
（

）
）
）
）

☎
FAX

☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎

福祉健康センター

福 祉 会 館
こども館「かさくら」
笠松中央交流センター

松枝交流センター
総合交流センター
歴 史 未 来 館
学校給食センター
ふ ら っ と 笠 松

（健康介護課）
388‐7171
387‐1121
388‐0811

（教育文化課）
388‐3231
387‐0156
387‐8432
388‐0161
387‐5321
388‐2355

☎
☎
☎

☎
☎
☎
☎
☎
☎

テレホンサ ービス
防災行政無線アンサーバック

（過去の放送を聞くことができます）
火災情報テレホンサービス

（羽島郡内の火災発生状況を
聞くことができます）

388‐4930

387‐0100

☎

☎

（

令和7年12月1日現在（前月比）
21,856
10,653
11,203
9,717

減
減
増
減

7
8
1

22

宅配便の再配達削減にご協力ください
　宅配便の再配達の増加が社会問題になっています。
　宅配事業者に応じて受け取り方法を見直し、再配達を減らしま
しょう。
　再配達の削減は、トラックから排出されるCO2削減に繋がる地
球にやさしい取り組みであるだけでなく、受取者が時間を有効活
用できるメリットにもつながります。
再配達を減らす方法
・スマートフォンアプリやSNSの事前通知サービスに登録する
・あらかじめ受取場所や受取可能時間を指定する
c中部運輸局交通政策部環境・物流課　☎052‐952‐8007

冬の省エネルギー対策にご協力を！
■冬季省エネのポイント
・暖房時のエアコンの温度は、20℃を目安に設定しましょう。
・暖房器具は、必要な時間や場所を考えて使用しましょう。
■ちょっとした工夫で節電対策
・保温効果の高いインナーウェアやカーディガンなど薄手の衣服
を重ね着しましょう。
・根菜類やショウガなど体をあたためる食材を取り入れましょう。
c環境経済課　☎388‐1114

ペットの飼育はマナーを守って
■犬の放し飼いは法令で禁止されています。散歩をする時も、必
ず引き綱（リード）をつけましょう。また、ふん・尿などの後始末は
飼い主の責任です。散歩時にはふんを放置せず、必ず持ち帰り
ましょう。
■野良猫に安易な気持ちでエサを与えると、野良猫が増え、庭木
を傷つけたり、ふん尿汚染の原因になることがあります。野良猫
にはむやみにエサを与えないでください。
■地域猫活動について
　地域猫活動とは、地域の飼い主のいない猫をその地域の町内
会等で定めたルールに基づいて不妊・去勢手術の徹底・エサやり
やふん尿の処理・周辺の美化などを行い、適切に飼育管理するこ
とで猫の数を増やさず、一代限りの生を全うさせ、将来的には飼
い主がいない猫をなくしていくものです。
　地域猫活動支援事業として、岐阜県では不妊去勢手術の無料
実施や手術対象の猫を保護するための猫保護器の貸し出し等を
行っています。
　詳しくは、岐阜保健所にご相談ください。
c環境経済課　☎388‐1114

年末年始の業務のご案内

■公共施設などのお休み
施設名 お休みする日
役場

水道料金事務センター
福祉健康センター

笠松中央交流センター
松枝交流センター
総合交流センター

下羽栗会館
ふらっと笠松

体育施設
福祉会館
厚生会館

こども館「かさくら」
歴史未来館

学校開放施設

火葬場

12月29日（月）～1月3日（土）

12月28日（日）～1月4日（日）

12月27日（土）～1月4日（日）
※婚姻届、出生届、死亡届など戸籍の届出
の受付は、役場の宿日直者が対応します。

12月29日（月）～1月3日（土）
・5日（月）

12月28日（日）～1月3日（土）
12月29日（月）

1月1日（木）・4日（日）

■公共施設巡回町民バス・チョイソコカラタン
のお休み

　12月29日（月）～1月3日（土）

■し尿汲み取りのお休み

■コンビニ交付サービスの休止　12月28日（日）午後11時～1月4日（日）午前6時30分

　12月30日（火）午後～1月4日（日）

■ごみの収集

月・木曜日コース
（笠松地域）
12月29日（月）

火・金曜日コース
（松枝・下羽栗地域）
12月30日（火）

月・木曜日コース
（笠松地域）
1月5日（月）

火・金曜日コース
（松枝・下羽栗地域）

1月6日（火）

年末の最終収集日

年始の開始収集日

2月のこども館「かさくら」行事2月のこども館「かさくら」行事

申込開始　1月4日（日）

eこども館「かさくら」　☎388‐0811

対　象 内　容 日にち 時　間 定員 申込

乳幼児親子

小学生
小中学生
高校生

中学生
高校生

10日（火）
5日（木）
6日（金）
17日（火）
18日（水）
27日（金）
22日（日）
28日（土）
22日（日）

11日（水祝）

28日（土）

10：00～10：45

10；00～10：30

10：00～10：45
14：00～16：30
13：30～16：30

18：00～21：00

18：00～20：00

20組

各10組

各10人

10組
10人

－

要

不要

子育てサロン

ピヨピヨひろば

手づくりパーク

Babyひろば
つくってみよう
子ども相談室
ボードゲームDay
ティーンズスペース
（中高生の居場所）
ティーンズテーマトーク

小中学生・高校生
（町外の方も） 卓球あそび 7日（土） 13：00～15：00 4組 不要

お　願　い

町からのお知らせ

令和8年1月号
第1184号14 令和8年1月号

第1184号 15

C K C K



ごみ出しの分別ルール

ごみは
「長さが30cm以内、
厚さ3cm以内」の
燃えるものですか？

予定日の1週間前までに粗大ごみ受付センターへ「ウェブ」または「電話」予約が必要です。
受付後、3営業日以内に受付センターより、自己搬入や戸別収集日を連絡します。
※予約できるのは、毎月1回で、自己搬入または戸別収集のどちらか一方です。

45リットルの袋に入れて
口をしっかり結ぶことが
できますか？

可燃ごみ 町指定ごみ袋 黄色

不燃ごみ 町指定ごみ袋 透明

粗大ごみ 【完全予約制】

いいえ

できない

はい

できる

生ごみ、
紙くずなど

金属製品、ガラス製品、
陶器類、家電製品など

傘（日傘、雨傘）は
唯一の例外で
はみ出しOKです。

町で対応できる点数・重さ
・1点あたり20キログラムまで（1人で動かせる重さ）
・合計10点、100キログラムまで（小袋は10袋程度）

燃える素材の製品も
OKです。

不燃ごみも回収できます。
（町指定ごみ袋は不要）

・重いごみや大量ごみ、処理困難物
　建築廃材（畳、レンガ、コンクリート製品、土、石、石膏ボードなど）
　危険物（バッテリー、消火器、灯油、廃油など）
　その他（液体、タイヤ、中身の残っているペンキやスプレー缶）
・家電リサイクル法対象家電（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）
・事業活動に伴って出るごみ

町で収集できないごみ 専門業者や町の許可業者へ依頼（有料）してください。

家庭で不要となった「ごみ」の処分は「有料」です。

c環境経済課　☎388‐1114

資源ごみ（11品目23分別）の大原則！

ごみ出しルールに関するアンケート
回答期限：1月25日（日）まで

・汚れていないもの（残渣がないもの）　⇒　素手で触れるもの
・におわないもの（臭くないもの）　　　⇒　ほぼ無臭であるもの

汚れているもの、においがあるものは「ごみ」です。
ごみ出しの分別ルールにより
「可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ」で出してください。

カンやビンの
金属製のキャップ（ふた）は？

割れてしまったビンや蛍光管は？

緑ごみの土や実がついたもの、
トゲがあるものは？

「不燃ごみ」です。
※キャップもOKだった頃に中身入りで出されるルール違反が
多く発生したため、このルールが作られました。

「不燃ごみ」です。
※ガラス製品（コップ、皿、哺乳瓶）も不燃ごみです。

「可燃ごみ」または「粗大ごみ」です。
※出すときは、土はできるだけ落としてください。

よくあるお問い合わせ

混ぜれば「ごみ」
分ければ「資源」
ごみの分別に
ご協力をお願いします。

詳しくは、家庭ごみハンドブックを
ご覧ください。

「資源ごみ」の回収は「無料」だから
家計のためにも！ごみ分別！

　「指定ごみ袋の大きさ」や「資源やごみの出し方」について、皆さんの思いを聞かせてください。

回答された方の中から抽選で50名様に500円分のQUOカードをプレゼントします！

❶オンラインによるアンケート ❷用紙によるアンケート
役場環境経済課、松枝交流センター、
総合交流センターにアンケート用紙
と回収箱を設置しています。

Columnコラム ごみを減らしましょう

令和8年1月号
第1184号16 令和8年1月号

第1184号 17

C K C K



ごみ出しの分別ルール

ごみは
「長さが30cm以内、
厚さ3cm以内」の
燃えるものですか？

予定日の1週間前までに粗大ごみ受付センターへ「ウェブ」または「電話」予約が必要です。
受付後、3営業日以内に受付センターより、自己搬入や戸別収集日を連絡します。
※予約できるのは、毎月1回で、自己搬入または戸別収集のどちらか一方です。

45リットルの袋に入れて
口をしっかり結ぶことが
できますか？

可燃ごみ 町指定ごみ袋 黄色

不燃ごみ 町指定ごみ袋 透明

粗大ごみ 【完全予約制】

いいえ

できない

はい

できる

生ごみ、
紙くずなど

金属製品、ガラス製品、
陶器類、家電製品など

傘（日傘、雨傘）は
唯一の例外で
はみ出しOKです。

町で対応できる点数・重さ
・1点あたり20キログラムまで（1人で動かせる重さ）
・合計10点、100キログラムまで（小袋は10袋程度）

燃える素材の製品も
OKです。

不燃ごみも回収できます。
（町指定ごみ袋は不要）

・重いごみや大量ごみ、処理困難物
　建築廃材（畳、レンガ、コンクリート製品、土、石、石膏ボードなど）
　危険物（バッテリー、消火器、灯油、廃油など）
　その他（液体、タイヤ、中身の残っているペンキやスプレー缶）
・家電リサイクル法対象家電（エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）
・事業活動に伴って出るごみ

町で収集できないごみ 専門業者や町の許可業者へ依頼（有料）してください。

家庭で不要となった「ごみ」の処分は「有料」です。

c環境経済課　☎388‐1114

資源ごみ（11品目23分別）の大原則！

ごみ出しルールに関するアンケート
回答期限：1月25日（日）まで

・汚れていないもの（残渣がないもの）　⇒　素手で触れるもの
・におわないもの（臭くないもの）　　　⇒　ほぼ無臭であるもの

汚れているもの、においがあるものは「ごみ」です。
ごみ出しの分別ルールにより
「可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ」で出してください。

カンやビンの
金属製のキャップ（ふた）は？

割れてしまったビンや蛍光管は？

緑ごみの土や実がついたもの、
トゲがあるものは？

「不燃ごみ」です。
※キャップもOKだった頃に中身入りで出されるルール違反が
多く発生したため、このルールが作られました。

「不燃ごみ」です。
※ガラス製品（コップ、皿、哺乳瓶）も不燃ごみです。

「可燃ごみ」または「粗大ごみ」です。
※出すときは、土はできるだけ落としてください。

よくあるお問い合わせ

混ぜれば「ごみ」
分ければ「資源」
ごみの分別に
ご協力をお願いします。

詳しくは、家庭ごみハンドブックを
ご覧ください。

「資源ごみ」の回収は「無料」だから
家計のためにも！ごみ分別！

　「指定ごみ袋の大きさ」や「資源やごみの出し方」について、皆さんの思いを聞かせてください。

回答された方の中から抽選で50名様に500円分のQUOカードをプレゼントします！

❶オンラインによるアンケート ❷用紙によるアンケート
役場環境経済課、松枝交流センター、
総合交流センターにアンケート用紙
と回収箱を設置しています。

Columnコラム ごみを減らしましょう

令和8年1月号
第1184号16 令和8年1月号

第1184号 17

C K C K



20歳になったら国民年金
　20歳になった方は、国民年金の被保険者となります。20歳になってから、おおむね2週間以
内に日本年金機構から「国民年金に加入したことのお知らせ」「国民年金保険料納付書」
「基礎年金番号通知書」が届きます。基礎年金番号通知書は、将来年金を受け取る際に必
要となりますので大切に保管してください。
　年金は老後のためだけでなく、病気やケガなどで障がいが残ったときに障害年金が支給さ
れるなど、現役世代の保証もされますので、忘れずに納付しましょう。
令和7年度の国民年金保険料　月額17,510円
・納付書での納付のほか、口座振替などさまざまな納付方法が利用できます。
・「ねんきんネット」を利用して保険料の納付の確認や、将来受け取る年金額の試算などもできます。
経済的な理由などで納付が困難な方のための制度
●学生納付特例制度
　前年の所得が一定額以下の学生の方の納付が猶予されます。
●免除・納付猶予制度（学生ではない方）
　本人、世帯主、配偶者の前年の所得が一定額以下の場合や失業した場合などに、保険
料が全額、または一部免除、納付が猶予されます。一部免除の方は減額された保険料の納
付が必要です。
※学生特例、納付猶予が承認された期間は年金額には反映されません。保険料を後から
納める（追納する）と年金額に反映されます。
●各種免除制度の申請に必要なもの
・マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
・学生証（学生の場合）　・離職票（離職した方）

d岐阜南年金事務所　☎273‐6161　　住民課　☎388‐1115

　11月9日（日）、ぎふ清流郡市対抗駅伝競走大会に出場する小学生代表選手の選考会を、笠松み
なと公園で行いました。郡内6小学校の代表（男子9名、女子8名）による選考の結果、以下の方が羽
島郡代表に選ばれました。

【男子】2位　江口 蓮央（松枝小学校）

羽島郡スポーツ少年団交流大会　優勝者・チーム（当町関係分 敬称略）

空手道
◆個人の部◆ ◆団体の部◆

空手道
団体戦組手　笠松空手

バドミントン
小学5‐6年女子 後藤 萌果
小学3‐4年 置村 祈杏

野球
4年生の部　松枝野球
5年生の部　松枝野球
6年生の部　下羽栗野球

サッカー
U‐12 松枝
U‐11 松枝
U‐10 松枝A
U‐9 松枝
U‐8 松枝

ハンドボール
低学年 笠松

【形の部】
小学1年男女
小学2年男子
小学3年女子
小学3・4年男子
小学4年女子
小学6年男子
小学5・6年女子
中学生男女

【組手の部】
小学1年男女
小学2年男子
小学3年女子
小学3・4年男子
小学4年女子
小学6年男子
小学5・6年女子
中学生男女

脇田 彩羽
稲垣 陽介
松原 鈴
大川 誠之助
稲垣 実優
武井 海翔
松原 小夏
池田 夏花

脇田 彩羽
稲垣 陽介
緒方 沙耶
小林 大致
ロクカルゲ デウキ
武井 海翔
松原 小夏
小林 真士

住宅の耐震化と家具の転倒防止
羽島郡広域連合消防本部　☎388‐1195消防署

　大地震はいつ起こるかわかりません。過去の
地震では、多くの住宅が倒壊や家具の転倒によ
る怪我や死亡事故も多数発生しました。大切な
命や財産を守るためには、家具の転倒防止と住
宅の耐震化が重要になります。
　まずは、家具の転倒防止対策です。寝室や子
ども部屋など、人が長く過ごす場所の家具から
確認しましょう。タンスや本棚、冷蔵庫などの背
の高い家具は、L字金具やベルトで壁にしっかり
固定します。ツッパリ棒や粘着式の固定具も市
販されており、賃貸住宅でも手軽に取り付けら
れます。また、配置の工夫も重要です。寝ている
場所や出入り口近くには、大型家具を置かない
ようにしましょう。転倒して避難経路を塞ぐこと
のないよう、家具の向きや位置を見直すだけで
も安全性が高まります。食器棚や硝子戸の家具
には、飛散防止フィルムを貼ると安心です。揺れ
でガラスが割れても、破片が飛び散るのを防ぐ
ことができます。引き出しや扉には、ロック金具
をつけることで中身の飛び出しを防げます。
　次に住宅の耐震化です。住宅の倒壊は命に

直結する重大な被害を引き起こします。過去の
震災では、建物の老朽化や構造の弱さが原因
で多くの住宅が倒壊しました。こうした被害を防
ぐためには、まず自分の家の耐震性を知ること
が大切です。そこで「耐震化チェック」をしてみ
ましょう。
・昭和56年（1981年）以前の建築である
・外壁や基礎にひび割れがある
・建物の形がL字型や細長い
・屋根が瓦で重く、老朽化している
・建具（ドアやふすま）の建付けが悪い、開閉し
にくい
・床が傾いている、きしむ音がする
　耐震化チェックで気になる箇所がある場合は、
専門家による調査を受け耐震補強などの対策
をする必要があります。
　日頃から、家庭内の安全
対策を見直しておくことが、
地震被害を減らす第一歩
です。家族みんなで確認し、
備えを進めましょう。

　羽島郡二町教育委員会では、児童会・生徒
会で活躍したいと願う小中学生が参加する
「立志塾」を開催しています。
　第一回研修会は、岐阜市立長良東小学校
校長の中村有希さんから「ルールとは」、「も
のの見方や考え方」、「リーダーシップ」につ
いて、自分自身のリーダー観と比較しながら、
お話を伺うことができました。中村さんの話は
もちろんですが、他校のリーダーたちのリーダ
ー観を聞き合えたことが刺激になりました。
　第二回研修会は高山市で行いました。飛
騨・世界生活文化センター統括の六角裕治
さんから、「地域を拠点にした探究学習の進
め方」、「リーダーの立ち居振る舞い」を学び
ました。午後は高山の陣屋や古い街並みをグ
ループで見学しました。
　第三回研修会にて、各学校で自校の課題
を焦点化し、取組・評価を計画し、実行に移し
始めました。
　全体での研修会、各校の連携会議の過程
で、各校の「よりよい学校（町）を目指して～私
たちの学校（町）のよさ・現状をふまえた取組
～」を実施しています。
　笠松中学校は笠松町の伝統や銘菓につい
ての理解を深めて、地域の文化を継承する一
役を担いたいと考えています。岐南中は立志

塾のメンバーが率先して校内のトイレを美化
することで、ボランティア有志で校内美化がで
きる学校にしたいと考えています。
　笠松町の笠松小は、みんなが幸せを感じる
休み時間の過ごし方、松枝小はキャンペーン
中だけでなく、継続できる力を身に付けたい、
下羽栗小は全職員、全児童の課題意識を知り
たいと考えています。岐南町の東小、西小は
あいさつの活性化、北小は岐南町のよさを広
める「給食メニュー」の考案について取り組み
たいと考えています。
　年内中に活動を実践し、1月6日（火）には第
四回研修会にて、実践した内容・振り返り等を
発表することになっております。
　立志塾に参加した児童生徒が、熟議を重ね、
仲間と関わって、学校のために、地域のために
活躍する姿を期待しています。

ぎふ清流郡市対抗駅伝競走大会 代表選抜 羽島郡小学生選考会（当町関係分 敬称略）

「立志塾」はよりよい学校づくりにつながる取組を支援します

令和8年1月号
第1184号18 令和8年1月号

第1184号 19

C K C K



20歳になったら国民年金
　20歳になった方は、国民年金の被保険者となります。20歳になってから、おおむね2週間以
内に日本年金機構から「国民年金に加入したことのお知らせ」「国民年金保険料納付書」
「基礎年金番号通知書」が届きます。基礎年金番号通知書は、将来年金を受け取る際に必
要となりますので大切に保管してください。
　年金は老後のためだけでなく、病気やケガなどで障がいが残ったときに障害年金が支給さ
れるなど、現役世代の保証もされますので、忘れずに納付しましょう。
令和7年度の国民年金保険料　月額17,510円
・納付書での納付のほか、口座振替などさまざまな納付方法が利用できます。
・「ねんきんネット」を利用して保険料の納付の確認や、将来受け取る年金額の試算などもできます。
経済的な理由などで納付が困難な方のための制度
●学生納付特例制度
　前年の所得が一定額以下の学生の方の納付が猶予されます。
●免除・納付猶予制度（学生ではない方）
　本人、世帯主、配偶者の前年の所得が一定額以下の場合や失業した場合などに、保険
料が全額、または一部免除、納付が猶予されます。一部免除の方は減額された保険料の納
付が必要です。
※学生特例、納付猶予が承認された期間は年金額には反映されません。保険料を後から
納める（追納する）と年金額に反映されます。
●各種免除制度の申請に必要なもの
・マイナンバーまたは基礎年金番号がわかるもの
・学生証（学生の場合）　・離職票（離職した方）

d岐阜南年金事務所　☎273‐6161　　住民課　☎388‐1115

　11月9日（日）、ぎふ清流郡市対抗駅伝競走大会に出場する小学生代表選手の選考会を、笠松み
なと公園で行いました。郡内6小学校の代表（男子9名、女子8名）による選考の結果、以下の方が羽
島郡代表に選ばれました。

【男子】2位　江口 蓮央（松枝小学校）

羽島郡スポーツ少年団交流大会　優勝者・チーム（当町関係分 敬称略）

空手道
◆個人の部◆ ◆団体の部◆

空手道
団体戦組手　笠松空手

バドミントン
小学5‐6年女子 後藤 萌果
小学3‐4年 置村 祈杏

野球
4年生の部　松枝野球
5年生の部　松枝野球
6年生の部　下羽栗野球

サッカー
U‐12 松枝
U‐11 松枝
U‐10 松枝A
U‐9 松枝
U‐8 松枝

ハンドボール
低学年 笠松

【形の部】
小学1年男女
小学2年男子
小学3年女子
小学3・4年男子
小学4年女子
小学6年男子
小学5・6年女子
中学生男女

【組手の部】
小学1年男女
小学2年男子
小学3年女子
小学3・4年男子
小学4年女子
小学6年男子
小学5・6年女子
中学生男女

脇田 彩羽
稲垣 陽介
松原 鈴
大川 誠之助
稲垣 実優
武井 海翔
松原 小夏
池田 夏花

脇田 彩羽
稲垣 陽介
緒方 沙耶
小林 大致
ロクカルゲ デウキ
武井 海翔
松原 小夏
小林 真士

住宅の耐震化と家具の転倒防止
羽島郡広域連合消防本部　☎388‐1195消防署

　大地震はいつ起こるかわかりません。過去の
地震では、多くの住宅が倒壊や家具の転倒によ
る怪我や死亡事故も多数発生しました。大切な
命や財産を守るためには、家具の転倒防止と住
宅の耐震化が重要になります。
　まずは、家具の転倒防止対策です。寝室や子
ども部屋など、人が長く過ごす場所の家具から
確認しましょう。タンスや本棚、冷蔵庫などの背
の高い家具は、L字金具やベルトで壁にしっかり
固定します。ツッパリ棒や粘着式の固定具も市
販されており、賃貸住宅でも手軽に取り付けら
れます。また、配置の工夫も重要です。寝ている
場所や出入り口近くには、大型家具を置かない
ようにしましょう。転倒して避難経路を塞ぐこと
のないよう、家具の向きや位置を見直すだけで
も安全性が高まります。食器棚や硝子戸の家具
には、飛散防止フィルムを貼ると安心です。揺れ
でガラスが割れても、破片が飛び散るのを防ぐ
ことができます。引き出しや扉には、ロック金具
をつけることで中身の飛び出しを防げます。
　次に住宅の耐震化です。住宅の倒壊は命に

直結する重大な被害を引き起こします。過去の
震災では、建物の老朽化や構造の弱さが原因
で多くの住宅が倒壊しました。こうした被害を防
ぐためには、まず自分の家の耐震性を知ること
が大切です。そこで「耐震化チェック」をしてみ
ましょう。
・昭和56年（1981年）以前の建築である
・外壁や基礎にひび割れがある
・建物の形がL字型や細長い
・屋根が瓦で重く、老朽化している
・建具（ドアやふすま）の建付けが悪い、開閉し
にくい
・床が傾いている、きしむ音がする
　耐震化チェックで気になる箇所がある場合は、
専門家による調査を受け耐震補強などの対策
をする必要があります。
　日頃から、家庭内の安全
対策を見直しておくことが、
地震被害を減らす第一歩
です。家族みんなで確認し、
備えを進めましょう。

　羽島郡二町教育委員会では、児童会・生徒
会で活躍したいと願う小中学生が参加する
「立志塾」を開催しています。
　第一回研修会は、岐阜市立長良東小学校
校長の中村有希さんから「ルールとは」、「も
のの見方や考え方」、「リーダーシップ」につ
いて、自分自身のリーダー観と比較しながら、
お話を伺うことができました。中村さんの話は
もちろんですが、他校のリーダーたちのリーダ
ー観を聞き合えたことが刺激になりました。
　第二回研修会は高山市で行いました。飛
騨・世界生活文化センター統括の六角裕治
さんから、「地域を拠点にした探究学習の進
め方」、「リーダーの立ち居振る舞い」を学び
ました。午後は高山の陣屋や古い街並みをグ
ループで見学しました。
　第三回研修会にて、各学校で自校の課題
を焦点化し、取組・評価を計画し、実行に移し
始めました。
　全体での研修会、各校の連携会議の過程
で、各校の「よりよい学校（町）を目指して～私
たちの学校（町）のよさ・現状をふまえた取組
～」を実施しています。
　笠松中学校は笠松町の伝統や銘菓につい
ての理解を深めて、地域の文化を継承する一
役を担いたいと考えています。岐南中は立志

塾のメンバーが率先して校内のトイレを美化
することで、ボランティア有志で校内美化がで
きる学校にしたいと考えています。
　笠松町の笠松小は、みんなが幸せを感じる
休み時間の過ごし方、松枝小はキャンペーン
中だけでなく、継続できる力を身に付けたい、
下羽栗小は全職員、全児童の課題意識を知り
たいと考えています。岐南町の東小、西小は
あいさつの活性化、北小は岐南町のよさを広
める「給食メニュー」の考案について取り組み
たいと考えています。
　年内中に活動を実践し、1月6日（火）には第
四回研修会にて、実践した内容・振り返り等を
発表することになっております。
　立志塾に参加した児童生徒が、熟議を重ね、
仲間と関わって、学校のために、地域のために
活躍する姿を期待しています。

ぎふ清流郡市対抗駅伝競走大会 代表選抜 羽島郡小学生選考会（当町関係分 敬称略）

「立志塾」はよりよい学校づくりにつながる取組を支援します

令和8年1月号
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人間ドック受診費用の助成

健診結果提供のお願い（国民健康保険ご加入の方）
　笠松町国民健康保険にご加入の方で、職場の健康診査等を受診する機会がある方は、健診結果
の提供にご協力をお願いします。特定健診や人間ドック費用の助成等を利用せず、健診結果を提供
していただいた方には、QUOカード500円分を進呈します。

笠松町国民健康保険 岐阜県後期高齢者医療保険

対象者 人間ドック受診日及び助成の申請日において町国民健康保険又は、後期高齢者医療制度の被保険
者である、町に住民票のある方（住所地特例の方は対象）

助成回数 1回/年度
助成金額 健診費用（上限15,000円） 健診費用（上限8,000円）

対象医療機関 特に指定なし
申請期限 受診日から2か月以内

申請添付書類
・人間ドック費用の領収書
・人間ドックの検査結果（検査項目が載っているもの）
・振込先がわかるもの（通帳など）
・後期高齢者医療保険の方は、申請時「後期高齢者医療人間ドック問診票」に記入し添付

提出先 福祉健康センターまたは役場健康介護課窓口

対象者 受診日及び申請日において笠松町国民健康保険に加入している40～74歳の方

予防接種のお知らせ
　接種期間を過ぎての接種は全額自己負担となりますので、計画的に接種をご検討ください。
接種期限　3月31日（火）まで
予防接種の種類 対象者・持ち物・自己負担金

麻しん風しん
混合予防接種

第2期

令和7年度に6歳になる幼児
予診票、母子健康手帳
無料

子宮頸がん
（HPV）
ワクチン

①令和7年度中に高校1年生相当の女性
②平成9年度～20年度生まれの女性で令和4年4月～令和7年3月31日までにHPVワク
チンを1回以上接種し、残りの接種が完了していない方
予診票、母子健康手帳
無料

帯状疱疹
ワクチン

【対象者】令和7年度中に

※自費又は町の助成を問わず、過去の当該ワクチン接種を受けた方は対象外となります。
マイナ保険証、郡内委託医療機関以外での接種の場合、事前に手続きが必要です。

生ワクチン（乾燥弱毒生水痘ワクチン）3,000円、組み換えワクチン（乾燥組換え帯状
疱疹ワクチン）7,000円（生活保護の方は事前申請が必要）

必要な健診項目
・診察結果・総合判定・身長・体重・腹囲・血圧
・中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロールまたはnon-HDLコレステロール
・AST（GOT）・ALT（GPT）・γ-GT（γ-GTP）
・血糖（食後3.5時間未満を除く）またはHbA1c・尿たんぱく・尿糖

受診期間 3月31日（火）まで
申請期限 職場健診等を受診した年度内

申請添付書類 ・受診日、医療機関名が分かる健診結果の写し（窓口にお持ちいただく場合は原本可）
・特定健診受診券（ある方のみ）

提出先 福祉健康センターまたは役場健康介護課窓口

申込・問健康介護課　☎388‐7171 

※当番医は変更となる場合があります。　※日ごろから「かかりつけ医」を持ちましょう。
※受診前に必ず病院へ電話相談をしてください。休日急病診療

健康カレンダー

乳児（3～4か月児）健康診査
1歳6か月児健康診査

3歳児健康診査
お誕生（10～11か月）教室

にこにこ（2歳児）教室
離乳食教室

R7.9生
R6.6生
R4.12生
R7.2生
R6.1生

5～6か月児

21日（水）
8日（木）
22日（木）
26日（月）
23日（金）
28日（水）

13：00～13：40
13：15～13：45
13：10～13：40
9：20～9：40
9：20～9：30

場　所 育児相談
受付時間

健康相談
受付時間日にち

福祉健康センター
こども館「かさくら」
総合交流センター
福祉健康センター

6日（火）
16日（金）
20日（火）
26日（月）

9：30～11：00
9：30～11：30
13：30～14：30
13：00～14：30

10：30～11：30

13：30～14：30
14：00～15：30

育児相談・健康相談 ※申込不要

場　所 時間日にち 申込・参加費
貯筋（ちょきん）くらぶ（65歳以上の方の体操教室）

ふれあいひろば（65歳以上の方の認知症予防教室）

子育てママサロン　バランスボール
対象：生後2か月から1年未満のお子さんと母親

場　所 時間日にち 申込

ふれあい喫茶（認知症カフェ）※認知症介護者のサロン（9：30～）

こども家庭センター（福祉健康センター内）

子どもの
健診・教室などの
年間予定

☎388‐7171（平日8：30～17：15）相談

妊娠期から18歳までの子育てをサポート
・保健師・助産師・精神保健福祉士による電話

相談・家庭訪問
・臨床心理士による発達に関する相談（要予約）

妊娠届・母子健康手帳の交付について
　令和8年1月から母子健康手
帳の交付（妊娠届）は予約制に
なりました。
交付時間：午前9時～午後4時
　電話または申込フォームから
前日までにご予約ください。

福祉健康センター

笠松
中央交流センター

総合交流センター

松枝交流センター

笠松
中央交流センター

7日（水）
21日（水）
14日（水）
28日（水）
8日（木）
22日（木）
7日（水）
21日（水）
14日（水）
28日（水）

9：30～
11：00

13：30～
15：00

・初参加の方
　のみ要申込
　☎388‐7171
・参加費：
　100円/回

場　所 時間日にち

福祉健康センター

福祉会館

9日（金）

22日（木）

13：15～
14：45
10：15～
11：45

申込
初参加の方のみ要申込
笠松町地域

包括支援センター
☎388‐7133

福祉健康センター 6日（火）10：30～11：30 ☎388‐7171

場　所 時間日にち
総合交流センター
福祉健康センター※

13日（火）
19日（月）

10：00～
11：00

問合せ
笠松町地域包括支援センター
☎388‐7133

内　容 対象 受付時間日にち

1月の健康だより

子どもの健診・教室（場所：福祉健康センター）

歯みがき教室

プレパマクラブ・ミニ（沐浴実施）
プレパマクラブ

乳幼児と
保護者
妊婦とその
パートナー

6日（火）
26日（月）
6日（火）
26日（月）

9：50～10：00
9：30～11：00
13：00～14：30
10：00
13：30

■内科系　　診療時間　9：00～14：00 ■歯科系　　診療時間　9：00～13：00
日 病院名 所　在 電　話 病院名 所　在 電　話
1
2
3
4
11
12
18
25

松波総合病院
愛生病院
ひらたクリニック
おおしろ内科
岡山クリニック
片山クリニック
北田内科クリニック
羽島クリニック

笠松町田代
笠松町円城寺
笠松町田代
岐南町野中
岐南町徳田
笠松町田代
岐南町下印食
笠松町門間

☎388‐0111
☎388‐3300
☎387‐3378
☎249‐1366
☎268‐0307
☎388‐8700
☎278‐1030
☎387‐6161

■薬局　　　開設時間　9：00～14：00
日 病院名 所　在 電　話

1

2
3
12

アイン薬局松波健康クリニック
アイン薬局松波総合病院店
（有）羽島調剤薬局
笠松コスモス薬局
なかま薬局笠松店

笠松町泉町
笠松町田代
笠松町円城寺
笠松町田代
笠松町田代

☎216‐6234
☎216‐9036
☎388‐0938
☎387‐8004
☎388‐7233

うえむら歯科
高瀬歯科医院
ぎふデンタルフォレストアライブ
なな歯科クリニック
みやかわ歯科医院
小島歯科医院
さかえ歯科クリニック
森デンタルクリニック

笠松町長池
岐南町上印食
笠松町長池
岐南町三宅
岐南町下印食
笠松町奈良町
岐南町伏屋
笠松町田代

☎388‐4118
☎240‐5050
☎372‐3510
☎259‐4618
☎272‐9988
☎387‐2848
☎240‐0644
☎387‐9981

■二次的病院（重症の方・救急を必要とする方）
　松波総合病院（笠松町田代）☎388‐0111
■救急電話相談（救急車を呼ぶか病院に行くかなどの
　判断に迷う時）　救急安心センター　☎#7119
　ダイヤル回線、IP電話などつながらないときは
　☎216‐0119

①65歳を迎える方
②60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日
常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方
③70、75、80、85、90、95、100歳となる方
④101歳以上の方

【対象者】
【持ち物】
【自己負担金】
【対象者】

【持ち物】
【自己負担金】
【対象者】

【持ち物】
【自己負担金】

▲申込フォーム
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人間ドック受診費用の助成

健診結果提供のお願い（国民健康保険ご加入の方）
　笠松町国民健康保険にご加入の方で、職場の健康診査等を受診する機会がある方は、健診結果
の提供にご協力をお願いします。特定健診や人間ドック費用の助成等を利用せず、健診結果を提供
していただいた方には、QUOカード500円分を進呈します。

笠松町国民健康保険 岐阜県後期高齢者医療保険

対象者 人間ドック受診日及び助成の申請日において町国民健康保険又は、後期高齢者医療制度の被保険
者である、町に住民票のある方（住所地特例の方は対象）

助成回数 1回/年度
助成金額 健診費用（上限15,000円） 健診費用（上限8,000円）

対象医療機関 特に指定なし
申請期限 受診日から2か月以内

申請添付書類
・人間ドック費用の領収書
・人間ドックの検査結果（検査項目が載っているもの）
・振込先がわかるもの（通帳など）
・後期高齢者医療保険の方は、申請時「後期高齢者医療人間ドック問診票」に記入し添付

提出先 福祉健康センターまたは役場健康介護課窓口

対象者 受診日及び申請日において笠松町国民健康保険に加入している40～74歳の方

予防接種のお知らせ
　接種期間を過ぎての接種は全額自己負担となりますので、計画的に接種をご検討ください。
接種期限　3月31日（火）まで
予防接種の種類 対象者・持ち物・自己負担金

麻しん風しん
混合予防接種

第2期

令和7年度に6歳になる幼児
予診票、母子健康手帳
無料

子宮頸がん
（HPV）
ワクチン

①令和7年度中に高校1年生相当の女性
②平成9年度～20年度生まれの女性で令和4年4月～令和7年3月31日までにHPVワク
チンを1回以上接種し、残りの接種が完了していない方
予診票、母子健康手帳
無料

帯状疱疹
ワクチン

【対象者】令和7年度中に

※自費又は町の助成を問わず、過去の当該ワクチン接種を受けた方は対象外となります。
マイナ保険証、郡内委託医療機関以外での接種の場合、事前に手続きが必要です。

生ワクチン（乾燥弱毒生水痘ワクチン）3,000円、組み換えワクチン（乾燥組換え帯状
疱疹ワクチン）7,000円（生活保護の方は事前申請が必要）

必要な健診項目
・診察結果・総合判定・身長・体重・腹囲・血圧
・中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロールまたはnon-HDLコレステロール
・AST（GOT）・ALT（GPT）・γ-GT（γ-GTP）
・血糖（食後3.5時間未満を除く）またはHbA1c・尿たんぱく・尿糖

受診期間 3月31日（火）まで
申請期限 職場健診等を受診した年度内

申請添付書類 ・受診日、医療機関名が分かる健診結果の写し（窓口にお持ちいただく場合は原本可）
・特定健診受診券（ある方のみ）

提出先 福祉健康センターまたは役場健康介護課窓口

申込・問健康介護課　☎388‐7171 

※当番医は変更となる場合があります。　※日ごろから「かかりつけ医」を持ちましょう。
※受診前に必ず病院へ電話相談をしてください。休日急病診療

健康カレンダー

乳児（3～4か月児）健康診査
1歳6か月児健康診査

3歳児健康診査
お誕生（10～11か月）教室

にこにこ（2歳児）教室
離乳食教室

R7.9生
R6.6生
R4.12生
R7.2生
R6.1生

5～6か月児

21日（水）
8日（木）
22日（木）
26日（月）
23日（金）
28日（水）

13：00～13：40
13：15～13：45
13：10～13：40
9：20～9：40
9：20～9：30

場　所 育児相談
受付時間

健康相談
受付時間日にち

福祉健康センター
こども館「かさくら」
総合交流センター
福祉健康センター

6日（火）
16日（金）
20日（火）
26日（月）

9：30～11：00
9：30～11：30
13：30～14：30
13：00～14：30

10：30～11：30

13：30～14：30
14：00～15：30

育児相談・健康相談 ※申込不要

場　所 時間日にち 申込・参加費
貯筋（ちょきん）くらぶ（65歳以上の方の体操教室）

ふれあいひろば（65歳以上の方の認知症予防教室）

子育てママサロン　バランスボール
対象：生後2か月から1年未満のお子さんと母親

場　所 時間日にち 申込

ふれあい喫茶（認知症カフェ）※認知症介護者のサロン（9：30～）

こども家庭センター（福祉健康センター内）

子どもの
健診・教室などの
年間予定

☎388‐7171（平日8：30～17：15）相談

妊娠期から18歳までの子育てをサポート
・保健師・助産師・精神保健福祉士による電話

相談・家庭訪問
・臨床心理士による発達に関する相談（要予約）

妊娠届・母子健康手帳の交付について
　令和8年1月から母子健康手
帳の交付（妊娠届）は予約制に
なりました。
交付時間：午前9時～午後4時
　電話または申込フォームから
前日までにご予約ください。

福祉健康センター

笠松
中央交流センター

総合交流センター

松枝交流センター

笠松
中央交流センター

7日（水）
21日（水）
14日（水）
28日（水）
8日（木）
22日（木）
7日（水）
21日（水）
14日（水）
28日（水）

9：30～
11：00

13：30～
15：00

・初参加の方
　のみ要申込
　☎388‐7171
・参加費：
　100円/回

場　所 時間日にち

福祉健康センター

福祉会館

9日（金）

22日（木）

13：15～
14：45
10：15～
11：45

申込
初参加の方のみ要申込
笠松町地域

包括支援センター
☎388‐7133

福祉健康センター 6日（火）10：30～11：30 ☎388‐7171

場　所 時間日にち
総合交流センター
福祉健康センター※

13日（火）
19日（月）

10：00～
11：00

問合せ
笠松町地域包括支援センター
☎388‐7133

内　容 対象 受付時間日にち

1月の健康だより

子どもの健診・教室（場所：福祉健康センター）

歯みがき教室

プレパマクラブ・ミニ（沐浴実施）
プレパマクラブ

乳幼児と
保護者
妊婦とその
パートナー

6日（火）
26日（月）
6日（火）
26日（月）

9：50～10：00
9：30～11：00
13：00～14：30
10：00
13：30

■内科系　　診療時間　9：00～14：00 ■歯科系　　診療時間　9：00～13：00
日 病院名 所　在 電　話 病院名 所　在 電　話
1
2
3
4
11
12
18
25

松波総合病院
愛生病院
ひらたクリニック
おおしろ内科
岡山クリニック
片山クリニック
北田内科クリニック
羽島クリニック

笠松町田代
笠松町円城寺
笠松町田代
岐南町野中
岐南町徳田
笠松町田代
岐南町下印食
笠松町門間

☎388‐0111
☎388‐3300
☎387‐3378
☎249‐1366
☎268‐0307
☎388‐8700
☎278‐1030
☎387‐6161

■薬局　　　開設時間　9：00～14：00
日 病院名 所　在 電　話

1

2
3
12

アイン薬局松波健康クリニック
アイン薬局松波総合病院店
（有）羽島調剤薬局
笠松コスモス薬局
なかま薬局笠松店

笠松町泉町
笠松町田代
笠松町円城寺
笠松町田代
笠松町田代

☎216‐6234
☎216‐9036
☎388‐0938
☎387‐8004
☎388‐7233

うえむら歯科
高瀬歯科医院
ぎふデンタルフォレストアライブ
なな歯科クリニック
みやかわ歯科医院
小島歯科医院
さかえ歯科クリニック
森デンタルクリニック

笠松町長池
岐南町上印食
笠松町長池
岐南町三宅
岐南町下印食
笠松町奈良町
岐南町伏屋
笠松町田代

☎388‐4118
☎240‐5050
☎372‐3510
☎259‐4618
☎272‐9988
☎387‐2848
☎240‐0644
☎387‐9981

■二次的病院（重症の方・救急を必要とする方）
　松波総合病院（笠松町田代）☎388‐0111
■救急電話相談（救急車を呼ぶか病院に行くかなどの
　判断に迷う時）　救急安心センター　☎#7119
　ダイヤル回線、IP電話などつながらないときは
　☎216‐0119

①65歳を迎える方
②60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日
常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方
③70、75、80、85、90、95、100歳となる方
④101歳以上の方

【対象者】
【持ち物】
【自己負担金】
【対象者】

【持ち物】
【自己負担金】
【対象者】

【持ち物】
【自己負担金】

▲申込フォーム

令和8年1月号
第1184号20 令和8年1月号

第1184号 21
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今月の納税納付期限は2月2日（月）です 期限内納付にご協力ください
町県民税
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
介護保険料

水道料金・下水道使用料
保育料（0～2歳児）
放課後児童クラブ利用料
学校給食費

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4期分
7期分
7期分
8期分

5期分
1月分
1月分
9期分（1月分）

金融機関などの窓口納付や口座振替のほかに、簡単に納付できる税金、料金があります。
◎バーコードがある納付書
　コンビニやスマートフォン決済アプリでも納付できます。
　利用できる税金、料金、利用期限や利用上限額など、詳しくは町ホームページをご覧くだ
さい。
◎QRコードやeL番号がある納付書
　固定資産税と軽自動車税種別割の納付書に「QRコード（eL‐QR）」や「eL番号（納付
書番号）」の記載がある場合は、より多くのスマートフォン決済アプリやクレジットカード払い
などの多様な納付方法が選択できます。詳しくは、「地方税お支払サイト」をご覧ください。
◎クレジットカードでの支払い
　水道料金・下水道使用料はクレジットカードでもお支払いいただけます。あらかじめ申請
手続きが必要です。詳しくは町ホームページをご覧ください。

1月のカレンダー

■今月のお休み

■今月のおはなしかいはありません

図書室からのお知らせ

笠松中央
交流センター

12月26日（金）・29日（月）～1月3日（土）・30日（金）

松枝
交流センター

総合
交流センター

　図書室利用者カードの交付
から5年以上経過している方は、
図書室窓口で更新手続きをして
ください。

各種相談窓口
内　　容 日にち 受付時間 場　所

法律相談・
悩みごと相談

消費生活相談

人権よろず相談

介護相談

こころの巡回相談・
障がい者就労相談

知的障がい者
相談

身体障がい者
相談

行政相談

心配ごと相談

21日（水）13：00～15：00
（20分/人） 福祉会館

※事前に電話でお申し込みください。☎388‐1111
※笠松町在住の方に限る。

5日（月）
19日（月）

9：00～15：00 役場
環境経済課

9日（金）13：30～15：30
☎388‐1301

福祉会館
人権擁護委員
岩村 雅人（門　間）　　千村 ゆかり（東陽町）
勅使川原 久貴子（西宮町）
大野 健司（下柳川町）　纐纈 英子　（田　代）
杉山 詞一（円城寺）　　森 眞理子　（米　野）

行政相談員
安達 すえ子（北　及）　森 光彌（米　野）

※事前に電話でお申し込みください。☎388‐7133

※精神障がい者やそのご家族が対象です。
1月8日（木）までに電話でお申し込
みください。☎388‐7171

月曜日～金曜日
（祝日は除く） 8：30～17：15

15日（木）13：00～14：30 福祉健康センター

福祉会館

在宅相談　知的障害者相談員
樋口 一子　（北　及） ☎388‐3705

在宅相談　身体障害者相談員
岩田 賢一　（田　代） ☎388‐0068
田島 佳代子（無動寺） ☎388‐2235

9日（金）13：30～15：30
在宅相談　担当地域民生委員

地域
包括支援センター

（福祉健康センター内）

内　　容 日にち 受付時間 場　所

☎388‐7171

妊娠・出産
子育て
総合相談

月曜日～金曜日
（祝日は除く） 8：30～17：15

こども家庭
センター

（福祉健康センター内）

1月のおすすめ番組

スマートフォン決済アプリ

地方税お支払サイト

クレジットカードでの支払い

令和8年1月号
第1184号22 令和8年1月号

第1184号 23
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今月の納税納付期限は2月2日（月）です 期限内納付にご協力ください
町県民税
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
介護保険料

水道料金・下水道使用料
保育料（0～2歳児）
放課後児童クラブ利用料
学校給食費

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4期分
7期分
7期分
8期分

5期分
1月分
1月分
9期分（1月分）

金融機関などの窓口納付や口座振替のほかに、簡単に納付できる税金、料金があります。
◎バーコードがある納付書
　コンビニやスマートフォン決済アプリでも納付できます。
　利用できる税金、料金、利用期限や利用上限額など、詳しくは町ホームページをご覧くだ
さい。
◎QRコードやeL番号がある納付書
　固定資産税と軽自動車税種別割の納付書に「QRコード（eL‐QR）」や「eL番号（納付
書番号）」の記載がある場合は、より多くのスマートフォン決済アプリやクレジットカード払い
などの多様な納付方法が選択できます。詳しくは、「地方税お支払サイト」をご覧ください。
◎クレジットカードでの支払い
　水道料金・下水道使用料はクレジットカードでもお支払いいただけます。あらかじめ申請
手続きが必要です。詳しくは町ホームページをご覧ください。

1月のカレンダー

■今月のお休み

■今月のおはなしかいはありません

図書室からのお知らせ

笠松中央
交流センター

12月26日（金）・29日（月）～1月3日（土）・30日（金）

松枝
交流センター

総合
交流センター

　図書室利用者カードの交付
から5年以上経過している方は、
図書室窓口で更新手続きをして
ください。

各種相談窓口
内　　容 日にち 受付時間 場　所

法律相談・
悩みごと相談

消費生活相談

人権よろず相談

介護相談

こころの巡回相談・
障がい者就労相談

知的障がい者
相談

身体障がい者
相談

行政相談

心配ごと相談

21日（水）13：00～15：00
（20分/人） 福祉会館

※事前に電話でお申し込みください。☎388‐1111
※笠松町在住の方に限る。

5日（月）
19日（月）

9：00～15：00 役場
環境経済課

9日（金）13：30～15：30
☎388‐1301

福祉会館
人権擁護委員
岩村 雅人（門　間）　　千村 ゆかり（東陽町）
勅使川原 久貴子（西宮町）
大野 健司（下柳川町）　纐纈 英子　（田　代）
杉山 詞一（円城寺）　　森 眞理子　（米　野）

行政相談員
安達 すえ子（北　及）　森 光彌（米　野）

※事前に電話でお申し込みください。☎388‐7133

※精神障がい者やそのご家族が対象です。
1月8日（木）までに電話でお申し込
みください。☎388‐7171

月曜日～金曜日
（祝日は除く） 8：30～17：15

15日（木）13：00～14：30 福祉健康センター

福祉会館

在宅相談　知的障害者相談員
樋口 一子　（北　及） ☎388‐3705

在宅相談　身体障害者相談員
岩田 賢一　（田　代） ☎388‐0068
田島 佳代子（無動寺） ☎388‐2235

9日（金）13：30～15：30
在宅相談　担当地域民生委員

地域
包括支援センター

（福祉健康センター内）

内　　容 日にち 受付時間 場　所

☎388‐7171

妊娠・出産
子育て
総合相談

月曜日～金曜日
（祝日は除く） 8：30～17：15

こども家庭
センター

（福祉健康センター内）

1月のおすすめ番組

スマートフォン決済アプリ

地方税お支払サイト

クレジットカードでの支払い

令和8年1月号
第1184号22 令和8年1月号

第1184号 23
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「こんにちは」コーナーの「こんにちは」コーナーの
赤ちゃんを募集します赤ちゃんを募集します
「こんにちは」コーナーの
赤ちゃんを募集します

c企画DX課　☎388‐1127

Hello!Hello!Hello! 今月の笠松っ子です。
すくすく大きくな～れ！んん ちちここ にに ははんん ちちここ にに ははんん ちちここ にに ははん ちこ に は

応募対象

応募期限

エマ1歳おめでとう！ママもパパも1年！
これからも一緒にゆっくり成長していこうね♡

令和7年3月生まれの赤ちゃん
1月22日（木） 応募はこちらから蜷

（米野）
ちゃん

ひる えま

ヒル 令和7年1月29日生
ヒル 義亜・琴音さんの子愛茉

笑顔がとびっきり可愛いとーくん♡
これからもご飯をたくさん食べて、元気に過ごそうね！

（田代）
くん

あかち とうり

赤地 令和7年1月29日生
赤地 祐暉・由子さんの子柊俐
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新年のご挨拶
おかげさまで笠松町歴史未来館は10周年
Town Topics　まちの話題
Information Box　町からのお知らせ

　2026年は「午年（うまどし）」。写真はリバーサイド
カーニバル2025にて、ポニーとふれあう女の子のよ
うすを写したものです。笠松町は笠松競馬がある“馬
のまち”として歩んできました。昨年はアニメ『ウマ娘 
シンデレラグレイ』の放送などで大盛り上がり。今年
も馬とともに、力強く進んでいきます。

この広報紙は再生紙を使用しています。QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

ホームページアドレス https://www.town.kasamatsu.gifu.jp/
●発行・編集／笠松町・企画DX課 未来創造室 〒５０１‐６１８１ 岐阜県羽島郡笠松町司町１  ☎058-388-1127  FAX.058-387-5816

各種証明書の取得は、
（住民票・印鑑・税）

が便利です！
コンビニ交付コンビニ交付コンビニ交付

“馬く”いく
1年になりますように！
“馬く”いく
1年になりますように！

うまうま

※12月28日（日）午後10時～
　1月4日（日）午前6時30分は
　サービスを休止します
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